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1．老人保健事業について  

（1）老人保健事業の今後の方向について   

老人保健法に基づく医療等以外の保健事業（以下「老人保健事業」という。）につい  

ては、先般の医療制度改革において「老人保健法」を「高齢者の医療の確保に関する  

法律（以下「高齢者医療確保法」という。）」に改正したことに伴い、生活習慣病予防  

の観点からの取組については、  

① 老人保健事業として実施してきた基本健康診査等について、平成20年度から、   

ア 40歳から74歳までの者については、高齢者医療確保法に基づく特定健康診   

査及び特定保健指導として、医療保険者にその実施を義務づけることとしており、  

また、   

イ 75歳以上の者については、後期高齢者医療広域連合に努力義務が課されてい  

る保健事業の一環として、健康診査を実施する方向で検討が進められている。  

② また、これまで老人保健事業として実施してきた歯周疾患検診、骨粗繋症検診等   

については、平成20年度から健康増進法に基づく事業として、市区町村が引き続   

き実施することとされたところである。   

また、老人保健事業のうち、介護予防の観点からの取組については、介護予防を中  

心とする高齢者に対するサービスを強化するため、一昨年の介護保険法の改正におい  

て地域支援事業を創設し、平成18年4月から介護予防事業の実施を市区町村に義務  

付け、この事業の中で実施しているところである。   

さらに、現在、老人保健事業における基本健康診査の一環として実施している生活  

機能評価については、平成20年度からは地域支援事業における介護予防事業におい  

て実施することとしているところである。   

なお、生活機能評価の実施に当たっては、市区町村においては、受診者の負担を軽  

減するため、医療保険者が実施する特定健康診査等と共同で実施することが望ましい  

との有識者からの御意見をいただいているところであり、現在、実施方法等について  

省内で検討しているところである。   

老人保健事業については、昭和57年度の制度創設以来、市町村での地域保健活動  

の拡大・推進や保健関係職種の役割の定着・技術の向上に寄与するとともに、高齢者  

に対するサービス提供の先駆的な取組となったものと評価されており、制度見直し後  

においても施策が後退しないよう、それぞれの施策において、必要な措置を講ずるこ  

とされているところである。  
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（2）保健事業平成19年度計画（案）について   

老人保健事業については、平成17年度以降、原則として、保健事業第4次計画の  

考え方に沿って単年度計画に基づき事業を実施していただいているところである。老  

人保健事業の最終年度となる平成19年度においても同様に実施していただくことを  

考えており、平成19年度予算案において所要の額を計上しているところである。   

現時点における計画案については、（資料1）のとおりであり、正式な通知について  

は、政府予算の成立後、速やかにお示しすることとしているので、各都道府県におか  

れては、管内市区町村及び関係団体等に対する周知並びに適切な指導を行い、事業の  

円滑な実施に遺漏のないよう、特段の御配意をお願いしたい。   

なお、老人保健事業のこれまでの実績等については参考資料として添付するので、  

業務の参考としていただきたい。  
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※ 主な変更点については下線で表示  

（資料1）  

保健事業平成19年度計画（案）   

第一 保健事業平成19年度計画の基本的考え方  

1保健事業平成19年度計画（以下「平成■19年度計画」という。）は、平成19年  

度における保健事業の基本指針及び全国的総事業量に関する厚生労働省の考え方を  

示すものとする。   

2 平成19年度計画においては、疾病（特に生活習慣病）の予防と、寝たきりなどの  

要介護状態若しくは要支援状態（以下「要介護状態等」という。）となることの予防  

又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止（以下「介護予防」という。）を通じ、「健  

康日本21計画」の目標でもある健康寿命の延伸を図ることを重点的な目標とし、ひ  

いては、医療保険制度及び介護保険制度の安定的な運営にも資するものとする。   

3 生活習慣病のうち、重点的に対策を講じることが必要な疾患（以下「重点対象疾患」  

という。）として、がん、脳卒中、心臓病、糖尿病、高血圧及び高脂血症が挙げられ  

る。これらの重点対象疾患を予防する観点から、壮年期以降における食生活、運動、  

喫煙等の生活習慣の改善への取組を重視するものとする。また、歯周疾患、骨粗髭症  

及びウイルス性肝炎についても取組を推進する。   

4 これと併せて、要介護状態等の原因となる生活機能の低下、生活環境上の問題等の  

改善を図るための保健サービスを実施し、介護予防の取組を推進する。   

5 （；5歳以上の者については、介護保険法（平成9年法律第123号）に基づく介護  

予防給付や介護予防事業（以下「介護予防事業等」という。）により、介護予防に資  

する事業が実施されることから、健康教育、健康相談、健康診査のうち介護を要する  

状態等の予防に関する健康度評価、機能訓練及び訪問指導については、40歳から6  

4歳までの者を対象とする。また、基本健康診査においては、65歳以上の者を対象  

に生活機能評価を実施し、介護予防事業等との連携により、生活機能低下の早期把握  

及び早期対応の取組を推進する。   

6 これらの保健サービスの提供に当たっては、住民一人ひとりの需要の多様性と、自  

主的なサービスの選択を重視する観点から、地域の実情に即したアセスメント手法  

（質問票等）を活用して、個々の対象者の需要に適合したサービスを体系的・総合的  
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に提供するよう努める。  

7 以上の基本的考え方を踏まえ、以下に記述する各事項については、地区医師会等関  

係団体との調整を十分に行うものとする。  

第二 個々の保健事業についての考え方  

1健康手帳による健康管理の在り方  

利用者本人の健康管理に資する観点から、健康手帳の交付時に、利用者が自らの生  

活習慣行動や生活機能を確認するとともに、市町村が保健サービスを提供するに当た  

っての必要な情報を得ることができるよう、健康度評価のための質問票を交付する。   

2 健康教育の在り方  

健康教育は、市町村（特別区を含む。以下同じ。）の区域内に居住地を有する40歳  

から64歳までの者を対象として実施するものとし、その事業区分は、個別健康教育  

及び集団健康教育とする。   

（1）個別健康教育   

（∋ 個別健康教育は、対象者が指導者から一対一で受ける健康教育であり、高血圧、  

高脂血症、糖尿病及び喫煙の4領域について実施する。このうち、高血圧、高脂血  

症及び糖尿病については、基本健康診査においてそれぞれの事項に関連して要指導  

とされた者等を対象とし1また、喫煙については、禁煙の意思を有しているが自ら  

の努力だけでは禁煙できない者を、基本健康診査の問診その他の適切な方法により  

把握して実施する。  

② 市町村は、上記の4領域それぞれについて、被指導実人数の目標を設定し、その  

目標に応じて実施体制を整備する。高血圧、高脂血症及び糖尿病について、基本健  

康診査の要指導者の見込み数に参加が見込まれる割合を乗じた数を目安として目標  

を設定する。喫煙については、禁煙の意思を有しているが自らの努力だけでは禁煙  

できない者の推計数を目安として目標を設定する。  

③ なお、健康診査の事業の中で取り組まれている健康度評価のうち、個別健康教育  

とみなされるものについては、個別健康教育として取り扱う。   

（2）集団健康教育  

① 各市町村において、 平成18年度の集団健康教育の事業量に一定の上乗せをし、  

実施回数の目標を設定する。実施延人数についても適宜把握する。  

ー4－   



② また、内容の重点化を図るなど、事業内容の充実に努めるとともに、適切な事業   

量の維持・向．とを図るものとする。  

3 健康相談の在り方   

健康相談は、市町村の区域内に居住地を有する40歳から64歳までの者を対象と   

して実施するものとし、その事業区分は、重点健康相談及び総合健康相談とする。   

健康相談の被指導者に対しては、必要に応じて、事後のサービスを体系的に提供し   

ていくための健康度評価を実施する。   

（1）重点健康相談  

各市町村において、平成18年度に40歳から64歳までの者を対象として実施  

された事業量に一定の上乗せをし、実施回数について目標を設定する。実施延人数  

についても適宜把握する。  

（2）総合健康相談  

各市町村において、平成18年度に40歳から64歳までの者を対象として実施  

された事業量に一定の上乗せをし、実施回数について目標を設定する。実施延人数  

についても適宜把握する。  

4 健康診査の在り方   

健康診査の事業区分は、基本健康診査（訪問基本健康診査及び介護家族訪問基本健   

康診査を含む。）、歯周疾患検診、骨粗繋症検診、肝炎ウイルス検診及び健康度評価と   

する。実施に当たっては、健康増進法（平成14年法律第103号）に基づく「健康   

増進事業実施者に対する健康診査の実施等に関する指針（平成16年6月14日厚生   

労働省告示第242号）」に十分配慮する。  

（1）基本健康診査   

① 基本健康診査は、巾町村の区域内に居住地を有する40歳以上の者を対象として  

実施するものとする。   

② 基本健康診査の検査項目は、40歳から64歳までの者については平成18年度  

と同様とし、65歳以上の者については生活機能評価に関する検査項目を追加する  

こととする。   

③ 各市町村においては、要指導者のうち適切な事後指導（個別健康教育等）を受け  

た者の割合、要医療者のうち医師の診療を受けた者の割合、生活機能の低Fが指摘  

された者のうち介護予防ケアマネジメントを受けた者の割合、受診者に結果を通知  
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するまでの期間など、独自の指標に基づいた目標を定めることとする。  

④ 市町村において健康診査の結果の記録を時系列的に把握できるようにしておくこ   

とは、受診者本人が健康診査の結果を適切に把握することはもとより、受診者を支   

援する上でのサービス内容の充実を図るための有効な手段となることからも、これ   

を積極的に推進するよう努めるものとする。  

⑤ 受診率を算定する上での対象人口の把握方法については、各市町村の実情が異な   

ることを勘案し、それぞれの実態にふさわしい方法によることとする。  

⑥ 基本健康診査の実施形態として、集団健診によるもの及び医療機関委託によるも   

C〉に加えて、訪問基本健康診査及び介護家族訪問基本健康診査についても、地域の   

実情に応じた推進を図る。その実施に当たっては、在宅の寝たきり者等及びその家   

族の実態並びにこれらの者の在宅における健康診査の受診希望を把握することが重   

要である。なお、65歳以上の者については、生活機能の低下を早期に把握し、速   

やかに介護予防事業等につなげる必要があることから、年間を通じて受診できる体   

制を整備するものとする。  

⑦ 基本健康診査の事業量に関する全国共通の指標として、引き続き受診率を用いる   

こととし、全国的には受診率50％を目標とする。なお、65歳以上については、   

生活機能評価が新たに導入されることから、別途、介護保険の第一号被保険者数を   

分母に用いて受診率を算出することとし、各市町村の実情に応じて目標を設定する。  

（2）歯周疾患検診  

① 歯周疾患検診については、市町村の区域内に居住地を有する40歳、50歳、6   

0歳及び70歳の者を対象とする節目検診として、独立した検診として実施する。   

なお、市町村の判断により、基本健康診査等と併せて実施することを妨げるもので   

はない。  

② 具体的な実施方法については、歯周疾患検診マニュアル（平成12年4月作成）   

によるものとする。なお、70歳の者については、介護予防事業等との連携にも、   

十分に配慮するものとする。  

③ 各巾町村において、平成18年度の事業量を基本として、受診者数について目標   

を設定する。  

（3）骨粗髭症検診  

① 骨相腰症検診については、巾町村の区域内に居住地を有する40歳、45歳、5  

－6－   



0歳、55歳、60歳、65歳及び70歳の女性を対象とする節目検診として、独   

立した検診として実施する。なお、巾町村の判断により、基本健康診査等と併せて   

実施することを妨げるものではない。  

② 具体的な実施方法については、骨粗髭症予防マニュアル（平成12年4月作成）   

によるものとする。なお、65歳及び70歳の女性については、介護予防事業等と   

の連携にも、十分に配慮するものとする。  

③ 各市町村において、平成18年度の事業量を基本として、受診者数について目標   

を設定する。   

（4）肝炎ウイルス検診  細説1   
卿年度が最終年度となっていた。  

」瑚相当程度存在する■ものと推計され   

ることから、平成19年度においても実施する。  

旦 ＿ 

象とする節目検診又は節目検診対象者以外の保健事業の健康診査の対象者のうち、   

平成19年度の基本健康診査においてALT（GPT）値により要指導と判定され   

卿ウイ／レス検診の   
対象者であって受診の機会を逸した者を対象とする節目外検診として、可能な限り、   

基本健康診査と併せて実施するものとする。  

昼 ＿ 

御 号厚生労働省老健局長通知）」によるものとする。  

④ 各市町村において、平成18年度の事業量を勘案し、適切に受診者数についての  

田標を設定する。  

（5）健康度評価  

（∋ 健康度評価については、巾町村の区域内に居住地を有する40歳以上の者を対象   

として実施するものとする。ただし、介護を要する状態等の予防に関する健康度評   

価については、40歳から64歳までの者を対象として実施する。  

② 基本健康診査受診者に対して、事後のサービスを体系的に提供していく観点から   

健康度評価を実施することが重要である。  

③ 各巾町村において、健康診査受診後に健康度評価を受けた者や、健康度評価の結  
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果に即して適切な事後のサービス提供を受けた者の全受診者に占める割合など、独   

自の指標に基づいた目標を定めるよう努めるものとする。  

（6）がん検診  

① がん検診（胃がん検診、子宮がん検診、肺がん検診、乳がん検診及び大腸がん検   

診）は、一般財源化に伴い、平成10年度以降、国として目標数値を定めてはいな   

いが、その効果及び重要性は広く認められているところであり、「がん予防重点健康   

教育及びがん検診実施のための指針（平成10年3月31日老健第64号厚生省老   

人保健福祉局老人保健課長通知）」（以下「がん検診指針」という。）に基づき、引き   

続き事業の推進に努められるよう管内市町村に対し周知徹底を図られたい。  

② がん検診の事業評価に関しては、「健康診査管理指導等事業実施のための指針の策   

定について（平成10年3月31日老健第65号厚生省老人保健福祉局老人保健課   

長通知）」、「がん検診指針」、「健康増進事業実施者に対する健康診査の実施等に関す   

る指針」が示されており、これらの指針に基づき、質の高いがん検診を実施するた   

めの体制の確保に努められたい。  

③ 乳カミん検診については、平成17年度及び平成18年度の2ケ年でマンモグラフ   

ィ緊急整備事業によりマンモグラフィの全国的な整備を実施したところであり、各   

市町村に対し乳がん検診の受診率向上のための積極的な取組を求められたい。  

5 機能訓練の在り方   

① 機能訓練の対象者は、市町村の区域内に居住地を有する40歳から64歳までの   

者とする。   

② 要介護状態等の者に対するサービスの提供については、原則として、介護保険給   

付として実施されることになることから、これらの者については機能訓練の対象と  

しない。なお、介護予防の一層の推進を図る観点から、都道府県が行う地域リハビ   

リテーション推進のための事業との緊密な連携の下に実施することが重要である。   

③ 各市町村において、 平成18年度に40歳から64歳までの者を対象として実施  

された事業量に一定の上乗せをし、事業の被指導実人数及び延人数の目標を設定す  

る。   

④ 実施回数は週2回で、毎週実施することを基本とし、一人の対象者の事業への参   

加期間はおおむね6ケ月とする。  

6 訪問指導の在り方  
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① 訪問指導は、重点対象疾患の予防、介護予防及び保健サービスと医療・福祉等他   

のサービスとの調整を図ることを事業の目的とする。介護保険の給付対象者に対し、   

介護保険以外のサービスに関する調整を図るために必要な訪問指導は、本事業にお   

いて行うものとするが、介護保険給付と内容的に重複するサービスについては行わ   

ないこととする。  

② 訪問指導の対象は、市町村の区域内に居住地を有する40歳から64歳までの者   

とし、健康診査の要指導者等（健康診査後のフォローアップ対象者、健康相談や個   

別健康教育を受けた者を含む。）及び介護予防の観点から支援が必要な者とする。  

③ 各市町村において、平成18年度に40歳から64歳までの者を対象として実施   

された事業量に一定の上乗せをし、被訪問指導実人数及び延人数の目標を設定する。  

④ 訪問指導の実施に当たっては、地域住民活動（ボランティア、自主グループ等）   

との連携を特に重視し、この連携の下で訪問指導対象者を支援していくよう努める  

ものとする。   

7 その他   

保健事業の対象者の把握に当たっては、医療保険の各保険者及び事業所との連携を   

重視し、地域の実情に応じ、地域・職域連携推進協議会、保険者協議会等を活用する   

ものとする。  

第三 介護予防のための取組と保健事業  

介護予防を効果的に推進するためには、保健・医療・福祉の各分野にわたる総合的  

な取組が不可欠である。このため、保健事業の推進に当たっては、個々の対象者の需  

要の把握から事業実施計画の作成に至るまで、あらゆる介護予防のための取組との一  

体的な実施に努めることが重要である。特に、平成18年度からは、基本健康診査の  

中で生活機能評価を行うことになっていることから、平成19年度においても引き続  

き介護予防事業等と密接に連携を図る必要がある。  
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（3） 保健事業実施要領新旧対照表（案）（平成19年4月1日施行予定）   

※ 2月27日「第2回介護予防継続的評価分析等検討会」における資料からの主な変更点は第5の2の（3）のイの部分  （傍線の部分は改正部分）  

現  行  改 正 後  

別添  

保健事業実施要領  

第1～第4 （略）  

第5 健康診査  

1 総論 （略）  

2 基本健康診査   

（1）目的 （略）   

（2）基本健康診査の実施  

ア 検査項目及び方法  

基本健康診査は、問診、身体計測、理学的検査、血圧測定、検尿、循環器検  

査、貧血検査、肝機能検査、腎機能検査、血糖検査、ヘモグロビンAIc検査及  

び血清アルブミン検査を実施する。  

なお、反復唾液喋下テスト、心電図検査、眼底検査、貧血検査、ヘモグロビ  

ンAIc検査及び血清アルブミン検査については医師の判断に基づき選択的に実  

施する。  

け）問診  

現状の症状、生活機能評価に関する項目（別添2の様式2「健康度評価の  

ための質問票（B票）」を用いるものとする。）、既往歴、家族歴、晴好、過  

去の健康診査受診状況等を聴取する。  

（イ））～（シ）（略）   

保健事業実施要領  

第1～第4 （略）  

第5 健康診査  

1 総論 （略）  

2 基本健康診査  

刷 目的 （略）   

（2）基本健康診査の実施  

ア 検査項目及び方法  

基本健康診査は、問診、身体計測、理学的検査、血圧測定、検尿、循環器検  

査、貧血検査、肝機能検査、腎機能検査、血糖検査、ヘモグロビンAIc検査及  

び血清アルブミン検査を実施する。  

なお、反復唾液蟻下テスト、心電図検査、眼底検査、貧血検査、ヘモグロビ  

ンAIc検査及び血清アルブミン検査については医師の判断に基づき選択的に実  

施する。  

（ア）問診  

現状の症状、生活機能評価に関する項目（「健康度評価のための質問票（B  

票）（基不チェックリスト）」（別添2の鱒草2。岬  

というけを用いるものとする。）、既往歴、家族歴、嗜好、過去の健康診査  

受診状況等を聴取する。  

（イ）～（シ）（略）  



イーウ （略）健康診査  

（3）検査結果の判定と指導区分  

検査結果については、各検査ごとに所定の方法で判定し、指導区分の決定に当   

たっては、これらの判定結果を総合的に判断し、「異常認めず」、「要指導」盈坐   

「要医療」に区分する。なお、区分に当たっては、年齢、性、生活環境等の個人  

差について十分配慮する。  

さらに、生活機能についても総合的に判断し、叩こ区分する0  

イ・ウ （略〉  

（3）検査結果の判定と指導区分   

検査結果については、各検査ごとに所定の方法で判定し、指導区分の決定に当   

たっては、これらの判定結果を総合的に判断し、「異常認めず」、「要指導」及び  

「要医療」に区分する。なお、区分に当たっては、年齢、性、生活環境等の個人   

差について十分配慮する。   

亭た、日常生活で必要となる機能（以下「生活横臥という0）及び介捷予防   

事業（地域支援事業実施要綱（平成18年6月9日毛先第q旦や9001号厚生   

労働省老健局長通知）における「適所型介護予防事業」及毯．「新開型介伊予盟主   

菓」をいう。以下同じ。）に関する評価については、基本チェツ．．ク．リストに左上   

特定高齢者の候補者に該当した者（要支援・要介護認定者を陸上。）について埠   

貪卵に判断するものとし、当該者叫   

堅牢、特定高齢者の候補者の鞍当基準については、地域支援事業実施要綱の礪   

皐方法によるものとする0   

ヱ 生活機能の低下あ仕  

草活横能の低下があり、要支援・要介撞状態となるおそれが基いと考えられ   

る場合（具体町には、地域支援事業実施要綱における特定高齢者の決定方法に  

該当している場合）  

ヱ 医療を優先すべき   

企蔓草予防事業等の利用よりも医療を優先する必要性が言忍められると判断され   

旦基金  

土草活機能の著しい低下有り   

ア以外の場合であって、介護予防事業等の利用が必要と判断される場合  

ヱ 生活機能の著しい低下無し   

ヱ以外の場合であって、生活機能の低下所見を認めないか、あるい原生清輝   

能が比較的よく保たれていると判断される場合   

介護予防事業の利用が望ましい   

隼活機能の低下があり、介護予防事業の利用が望ましい．場合   

医学的な理由により次の介護予防事業の利用は不適当  

□ 全て  

旦 運動器の機能向上  

旦 琴養改善  

旦 到空機能の向上  

旦 その他（ ）   

草声機能の低下はあるが、心筋梗塞、骨折等の傷病を有し三おり、  

立 全章筆予防事業の利用により当該傷病の病状悪化のおそれがある  

塾 介護予防事業の利用が当該傷病の治療を行う上で支障を生ずる   

おそれがある  

華ゃ医学的な理由により、介護予防事業の利用は不適当でめると判  

堕される場合であり、具体抑こ利用が不適当な介護予防事業のプロ  

グラムに印を付するものとする。  

アー（ア）  

アー（イ）  



」印を付されていないプログラムは利用が望ましいプログラムとな  

丘且」  

土 製声機鱒の低下なし  

生活機能が比較的よく保たれ、卿、と  

は考えられない場合（具体的には、埋鱒軌こおける特定高齢  

考岬割こ該当していない場合）  

（4卜（5）（略）  

3～6 （略）  

7 介護予防事業等への参加の指導   

（1）目的  

基本健康診査の結果「介護予防事業の利用が望ましい」と判定された者につい  

て、介護予防事業等への参加を指導することにより、的確な支援を確保する。   

（2）対象者  

基本健康診査の結果「介護予防事業の利用が望署しい」と判定された者   

（3＝4）（略）  

第6～第8 （略）  

r4）・r5）（略）  

3～6 （略）  

7 介護予防事業等への参加の指導   

（1）目的  

基本健康診査の結果「空清機号巨の著しい低下有り」と判定された者について、  

介護予防事業等への参加を指導することにより、的確な支援を確保する。   

（2）対象者  

基本健康診査において「生活機能の著しい低下有り」と判定された者   

（3＝4）（略）  

第6′、■第8 （略）   



（4） 平成19年度老人保健事業の交付基準単価（案）について  

事  務  連  絡   

平成19年3月12日  

l
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老人保健事業担当課長 殿  

厚生労働省老健局老人保健課  

予 算 係 長  

保健指導係長  

平成19年度保健事業費等国庫負担（補助）金の交付基準単価（案）について   

老人保健事業の推進につきましては、平素より格別の御配慮をいただき感謝申し上げ   

ます。）   

さて、平成19年度における保健事業費等の交付基準単価については、別添「平成  

19年度保健事業費等国庫負担（補助）金交付基準単価（案）」により平成19年4月  

1日から適用することとしておりますので、御了知の上、その取扱いに遺漏なきよう各  

市町村に対する周知方よろしく御願いいたします。  
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別 添  

平成19年度保健事業費等国庫負担（補助）金交付基準単価（案）  

（目）保健事業費等負担金  

交付基準  

単価（案）   

円  円  

1健康  110  

手帳作成費   ただし、医療受給者証のみを交付する場合  

（2：・40歳以上で（1）以外の者  10Cl  

2健康  高血圧  医療機関実施   17，280  

教育費   市町村実施   16，770  

糖尿病  医療機関実施   22，070  

市町村実施   17，184  

高脂血症  医療機関実施   18，490  

市町村実施   17，334  

喫  煙  医療機関実施   6，170  

市町村実施   6，750  

（2）集団健康教育  1万人未満  642，000  

1万人以上3万人未満  685，000  

3万人以上10万人未満  774，000  

10万人以上30万人未満  957，000  

30万人以上  1，865，000  

3健康  1万人未満  161，000  

相談費  1万人以上3万人未満  205，000  

3万人以上10万人未満  324，000  

10万人以上30万人未満  637，000  

30万人以上  2，637，000  

4健康  4，240  1，300  

診査費   
生活機能評価のみ  
別途実施   

2，570   800  

生活機能評価のみ  
同時実施   

403   100  

保健所  4，016  1，200  

生活機能評価のみ  
別途実施   

2，347   700  

生活機能評価のみ  

同時実施   
403   100  

医療機関．  一括方式   7，843  2，400  

個別方式   9，804  3，000  

生活機能評価のみ  
別途実施   

7，018  2，100  

生活機能評価のみ  

同時実施   
2，083   600  

イ訪問基本   医師に看護師を帯同させる場合  12，695  

健康診査費  医師のみの場合  9，361  

ウ介護家族訪問  12，695  

基本健康診査   9，361  

（2！）歯周疾患検診費  40歳、50歳、60歳、70歳の者  4，227  1，300  

（：り 骨粗末症検診費  40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳及び70歳の女性  4，733  1，400  

（∠り 渡航費   検診車の離島渡航費で厚生労働大臣が認めた額  
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4 健康  

診査費   

（′  

5 機能  （   

訓練費   

6 訪問  

指導費  

交付基準  

単価（案）   

う）健康診査実施  ア 事業実施通知費  50  

連絡等費  イ 受診結果連絡費  158  

ウ 検診記録簿作成費  48  

う）健康度評価事業費  1，693  

7）肝炎ウイルス検診  節目検診   医療機関  3，402  1，000  

委託方式   3，098   900  

C型を希望しない場合   1，817   500  

集団方式  1，918   600  

（保健所実施  1，619   500  

も含む）   C型を希望しない場合   359   100  

要指導者等検診  医療機関  5，519  1，700  

（節目外検診）  委託方式   5，089  1，500  

（＊注）  C型を希望しない場合   3，808  1，100   

1）事業費  9，000  

ただし、リフトバス等による送迎を実施する場合は、  23，000  

2）器具整備費  958，000  

3）送迎車購入費  4，500，000  

1万人未満  13，000  

1万人以上3万人未満  22，000  

3万人以上10万人未満  62，000  

10万人以上30万人未満  250，000  

30万人以上  726，000  

（＊注）当単価は基本健康診査と別に検診日を設けて節目外検診を実施する場合の単価である。  

基本健康診査と同一日に実施する場合は、節目検診の単価を使用すること。  
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2．肝炎ウイルス検診等の実施について  

（1）平成19年度 老人保健事業における  

肝炎ウイルえ検診等の概要（案）   

老人保健法に基づく健康診査等において、平成18年度までの「C型肝炎等緊  

急総合対策」に引き続き、肝炎ウイルス検診等を実施する予定。  

1 予算碩  

（平成18年度予算額）   （平成19年度予算（案））  

3，173，742千円  →  3，1了5．503千円  

2 補助先（負担割合）   

市町村（国1／3、都道府県1／3、市町村1／3）  

平成19年度における肝炎ウイルス検診等の実施の考え方（案）  

1．老人保健法に基づく健康診査において、  

① 平成19年度に40歳になる者を対象に節目検診として、   

また、  

② 平成19年度基本健康診査において肝機能異常と判定された者、及び  

③ 過去5年間の肝炎ウイルス検診の対象者（節目検診対象者及び節目外   

検診対象者）であって受診機会を逃した者   

を対象に節目外検診として、肝炎ウイルス検診を実施。  

2．上記の対象者等に対する健康教育・健康相談を実施。  

※1．実施方法等については、「肝炎ウイルス検診等実施要領」を一部改正  

し実施。  

※2 受診機会を逸した者の検診方法は、これまで同様、基本健康診査と併  

せて実施することを予定。よって、基準縫についても節目検診の単価を  

用いるものとする。  
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平成19年度老人保健事業における肝炎ウイルス検診等対象者  
（イメージ図）  

未受診者（約65％の見込）  既受診者（約35％の見込）  

41歳以上検診対象者  
（H14年度～H18年度節目検診の対象者）  

注）（D～③については、前頁の実施の考え方（案）に対応。  
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（参考）  

老人保健事業に基づく肝炎ウイルス検診等について  

1 導入の経緯  

平成12年11月 フィブリノゲン製剤による肝炎感染が社会問題化したことを受けて、  

「肝炎対策に関する有識者会議」を設置。  

平成13年3月 「有識者会議」報告書取りまとめ。  

平成14年度～ 「C型肝炎等緊急総合対策」開始。その一環として、老人保健事業に  

おいても5カ年という期間限定で肝炎ウイルス検診等を開始。  

2 現在の肝炎ウイルス検診等の対象者  

（1）節目検診：老人保健事業の健康診査の対象者のうち、40、45、50、55、60、65及び70  

歳の者を対象   

（2）節目外検診：上記以外の老人保健事業の健康診査の対象者のうち、  

（D過去に肝機能異常を指摘されたことのある者  

②広範な外科的処置を受けたことのある者、又は妊娠一分娩時に多量に出  
血したことのある看であって定期的に肝機能検査を受けていない者  

③基本健康診査においてALT（GPT）値により要指導とされた者  

3 検診受診者数  

実施  B型肝炎ウイルス検査受診者（人）  

年度   節目   節目外   
計   

節目   節目外   
計   

14  1，298，746   624，734  1，923，480  1．291，195   631．918   1，923，113   

15  1，375，583   454，687  1，830，270  1，382，663   466，462   1，849，125   

16  1，271，320   347，431  1，618，751  1，279，704   356，230   1，635．934   

17  1．196，457   331，356  1，52了，813  1，205，423   341，400   1，546，823   

合計  5，142，106  1，758，208  6，900，314  5，158，985  1，796，010   6，954，995   
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（2） 肝炎ウイルス検診等実施要領新旧対照表（案）（平成19年4月1日施行予定）  

傍線の部分は改正部分  

現  行．  改 正 後  

肝炎ウイルス検診等実施要領  肝炎ウイルス検診等実施要領  

1 目的  

C型肝炎等緊急総合対策の一環として、肝炎ウイルスに関する正しい知識を普及さ   

せるとともに、住民が自身の肝炎ウイルス感染の状況を認識し、必要に応じて保健指   

導等を受け、医療機関に受診することにより、肝炎に関する健康障害を回避し、症状   

を軽減し、進行を遅延させることを目的とする。  

1 目的   

肝炎対策の一環として、肝炎ウイルスに関する正しい知識を普及させるとともに、  

住民が自身の肝炎ウイルス感染の状況を認識し、必要に応じて保健指導等を受け、医  

療機関に受診することにより、肝炎に関する健康障害を回避し、症状を軽減し、進行   

を遅延させることを目的とする。  

2 肝炎ウイルス検診の対象者   

Ⅲ 当該市町村の区域内に居住地を有する保健事業の健康診査の対象者のうち、旦＿旦   

歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳及び70歳の者を対象とする。  

（2）上記以外の保健事業の健康診査の対象者のうち、過去に肝機能異常を指摘された  

ことのある者、広範な外科的処置を受けたことのある者又は妊娠・分娩時に多量の  

2 肝炎ウイルス検診の対象者  

（1）当該市町村の区域内に居住地を有する保健事業の健康診査の対象者のうち、旦＿旦   

塵の者を対象とする。  

（2）上記以外の保健事業の健康診査の対象者のうち、平成19年度の基本健康診査に  

お   

18年度までの本事業に基づく肝炎ウイルス検診の対象者であって、受診の機会を   

逸した者を対象とする。なお、基本健康診査においてALT（GPT）値により要   

指導と判定された者については、本検診によることなく、速やかに医療機関への受   

診を勧奨するものとする。  

なお、過去に当該肝炎ウイルス検診を受けたことのある者については、実施の対   

象としないものとする（ただし、三脚こおいてA」7■（G  

PT）値により要指導と判定された者についてはこの限りでないJ。  

出血をしたことのある看であって定期的に肝機能検査を受けていないもの、及び、  

基本健康診査においてALT（GPT）値l＝より要指導と判定された者を対象とす  

旦Lなお、基本健康診査においてALT（GPT）値により要指導と判定された者  

については、本検診によることなく、速やかに医療機関への受診を勧奨するものと  

する。   

なお、過去に当該肝炎ウイルス検診を受けたことのある者については、実施の対  

象としないものとする。   



3．マンモグラフィ検診遠隔診断支援  

モデル事業について   

市区町村が実施する乳がん検診については、死亡率減少効果の観点から対象年齢や実施  

方法等を検討し、平成16年4月から「がん検診指針」を改正し、マンモグラフィによる  

乳がん検診を原則とすることとしたところである。また、この改正を踏まえ、マンモグラ  

フィによる乳がん検診の実施体制を整備するため、平成17年度及び平成18年度の2ケ  

年でマンモグラフィ緊急整備事業を実施しているところである。   

マンモグラフィ装置については、近年、デジタル方式のものが導入されてきており、読  

影診断の効率化が期待されている。このため、マンモグラフィによる乳がん検診の受診率  

の向上、乳がん検診の質の向上を図るため、平成18年度の補正予算において、デジタル  

式マンモグラフィ装置を用いた遠隔診断をモデル的に実施することとしたところである。   

実施要綱については（資料2）のとおり、平成19年2月16日老発第0216001   

号をもって定め、各都道府県等あてお示ししたところである。  
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（資料2）  

平成18年度マンモグラフィ検診遠隔診断支援モデル事業実施要綱  

1 目 的  

この事業は、マンモグラフィによる乳がん検診（以下この要綱において「マンモ   

グラフィ検診」という。）を促進し、乳がん患者の早期発見、死亡率の減少に資す   

るため、マンモグラフィの読影診断について十分な経験を有する医師の確保が困難   

な地域においてもマンモグラフィ検診を実施することができるよう、マンモグラフ   

ィ検診を行う機関と画像読影診断のための支援を行う検診機関との間において画像   

を送受信することにより診断を行うマンモグラフィ検診遠隔診断支援モデル事業を   

実施し、全国的な展開のための課題等の検証を行うことを目的とする。  

2 実施主体   

マンモグラフィ検診において、 デジタル式マンモグラフィ装置を用いて検診を行   

う者（以下「依頼側医療機関」という。）と撮影された画像を読影診断するために   

支援を行う者（以下「支援側医療機関」という。）との連携が図られる場合であっ   

て、読影診断支援用のデジタル画像を送受信するために必要な機器等の整備を行う   

次に掲げる者とする。  

（1）都道府県  

（2）市町村  

（3）厚生労働大臣が認める者  

3 整備の対象機器  

（1）本事業により補助対象となる機器は、次に掲げるものとする。  

ア 依頼側医療機関  

（ア）画像送受信用サーバ   

（イ）遠隔診断において必要なセキュリティ装置   

（ウ）その他遠隔診断に必要と認められるもの  

イ 支援側医療機関  

（ア）画像送受信用サーバ   

（イ）遠隔診断において必要なセキュリティ装置   

（ウ）その他遠隔診断に必要と認められるもの  

（2）次に掲げる経費は、補助の対象としない。   

ア 上記（1）の機器の設置に伴う建物の改修に要する経費   

イ 人件費   

ウ 消耗品費   

工 光熱水料   

オ その他設備費として適当と認められない費用  
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4 整備条件  

（1）この要綱に基づき設備を整備するに当たっては、依頼側医療機関と支援側医療   

機関との間で適切な信頼関係が保たれ、事業を継続的に実施出来る場合に限るも   

のとし、事業実施機関の構成が、支援側医療機関1か所に対し、依頼側医療機関  

5か所を原則とするネットワークとすること。  

（2）支援側医療機関は、依頼側医療機関も含めた全体計画の責任を担うものとする  

こと。  

（3）依横側医療機関において、検診に用いるデジタル式マンモグラフィ装置（社団   

法人日本医学放射線学会の定める仕様基準を満たすものであること。）を備えて  

いること。  

（4）依頼側医療機関にあっては十分な技能を有する診療放射線技師を確保でき、支   

援側医療機関にあっては十分な読影診断の経験を有する医師を確保できること   

（「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針（平成10年3月31  

日厚生省老人保健福祉局老人保健課長通知）」の別紙の3（1）ェに掲げる特定   

非営利活動法人マンモグラフィ検診精度管理中央委員会が開催する講習会又はこ  

れに準ずる講習会を修了していることが望ましい。）。  

（5）マンモグラフィ検診の目的以外には使用しないこと。  

（6）モニター診断を行う場合は、5メガピクセル以上の読影用モニターを使用する  

こと。  

（7）取り扱う情報は機微な医療情報であるため、「医療情報システムの安全管理に  

関するガイドライン（平成17年3月 厚生労働省）」を遵守すること。  

5 経費の負担   

事業実施者がこの要綱に基づき整備する機器に係る費用については、厚生労働省   

が別に定める交付要綱に基づき、予算の範囲内で国庫補助を行うものとする。  

6 その他留意事項  

（1）関係機関の連携  

本事業の実施に当たっては、依頼側医療機関と支援側医療機関とは十分に連携   

を図り、マンモグラフィ検診の円滑な実施と促進に努めるものとする。  

（2）報 告  

本事業の実施者は、別に定めるところにより、本事業の実施状況等を厚生労働  

大臣に報告するものとする。  

なお、国庫補助に関する事務については、支援側医療機関がネットワークを構   

成する依頼側医療機関をとりまとめて行うものとする。  

7 施行期日   

この実施要綱は、平成19年2月16日から施行し、平成19年2月6日から適   

用する。  
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4．平成19年度新規事業について   

平成19年度の新規予算事業として、がん検診に関する下記の事業を実施することとし  

ている。各事業の内容については下記のとおりであり、概要を（資料3）のとおりまとめ   

ているので、遺漏のないようお願いしたい。  

ア がん検診実施体制強化モデル事業  

がん検診の精度管理に資するため、都道府県において、がん検診実施機関の名称、所  

在地、検診実施日や、受診者数、受診率、要精検率等の検診実績等のデータベースを構  

築する。また、都道府県のホームページに当該データを公表することにより、地域住民  

の検診受診の利便性の向上に寄与する。  

本事業の実施主体は都道府県を予定しており、モデル事業として10自治体程度の実  

施を予定している。  

なお、実施要綱等については、現在調整中であり、具体的な案が固まり次第お示しす  

る。  

イ マンモグラフィ検診従事者研修事業  

マンモグラフィによる乳がん検診の診断精度の向上に資するため、十分な知識・経験  

を修得させるための上級研修を実施する。   

本事業の実施主体は、都道府県、公益法人、NPO法人を予定している。  

なお、現時点における実施要綱（案）については、（資料4）のとおりである。  

ウ マンモグラフィ検診精度向上事業  

マンモグラフィによる乳がん検診の診断精度の向上に資するため、デジタル式マンモ   

グラフィ装置を導入している検診機関に対し、コンピュータ診断支援システム（CA   

D：Computer－A追edDetection）の導入の補助を実施することとしており、補助の予定   

台数は、45台を見込んでいるところである。  

なお、現時点における実施要綱（案）については、（資料5）のとおりである。  
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（資料3）  

平成19年虔がん検診関係新規予算（薫）の概要  

マンモグラフィ検診精度向上事業  

約3．5億円  1 予算額（案）   

2 事 業  
マンモグラフィによる乳がん検診の診断支援のため、デジタル式マンモグラ  

フィを導入している検診機関等がコンピュータ診断支援システム（CAD）を  

購入する費用の一部を補助  

3 補助先 都道府県、市区町村、厚生労働大臣が認める者  
4 補助率 都道府県、市区町村、厚生労働大臣が認める者：1／2  

○なお、平成19年度の概算要求に計上した下記事業については前倒しし  

て実施することとし、平成18年度補正予算に計上。  
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（資料4）  

マンモグラフィ撮影技師及び読影医師養成研修事業実施要綱新旧対照表（案）（平成19年4月1日施行予定）  

（傍線の部分は改正部分）  

現  行  改 正 後  

1 目的   

この事業は、乳がんが現在我が国では女性のがん篠患率の第1位となっており、年間   

約3万5千人が発症し、約1万人が死亡するとともに、年々増加する傾向にあること   

にかんがみ、市町村（特別区を含む。）において実施するマンモグラフィによる乳が   

ん検診（以下「マンモグラフィ検診」という。）を促進し、乳がん検診の受診率を向   

上させるため、マンモグラフィ検診に従事する技術者に必要な基本的な知識・技術邑  

盟ヱ旦研修を実施し、乳がん患者の早期発見、死亡率の減少に資することを目的とす   

る。  

2 実施主体  

マンモグラフィ撮影技師及び読影医師養成研修事業（以下「研修事業」という。）  

1 目的   

この事業は、乳がんが現在我が国では女性のがん雁患率の第1位となっており、年間   

約3万5千人が発症し、約1万人が死亡するとともに、年々増加する傾向にあること   

にかんがみ、市町村（特別区を含む。）において実施するマンモグラフィによる乳が   

ん検診（以下「マンモグラフィ検診」という。）を促進し、乳がん検診の受診率を向   

上させるため、瑚術を有するマンモグラフィ検診に従事する技   

術者に、さらに、十分な知識・技術を修得させるための研修を実施し、乳がん患者の   

早期発見、死亡率の減少に資することを目的とする。  

2 実施主体   

マンモグラフィ撮影技師及び読影医師養成研修事業（以下「研修事業」という。）   

の実施主体は、次の各号に掲げる者とする。なお、アに掲げる者については、事業の   

目的の達成のために必要があるときは、事業の全部又は一部を、研修事業を適切に実   

施できる者に委託することができる。  

なお、事業の目的の達成のために必要があるときは、  の実施主体は、都道府県とする   

都道府県は、事業の一部を、研修事業を適切に実施できる者に委託することができる。  

都道府県  ヱ
イ
一
ク
ー
 
 
 

公益法人  

特定非営利活動法人  

3 実施体制  

実施に当たっては、研修事業が確実に実施できる体制を確保すること。特に、「健   

康診査管理指導等事業実施のための指針の策定について（平成10年3月31日   

老健第65号厚生省老人保健福祉局老人保健課長通知）」に定める「成人病検診管理   

指導協議会」との連携に配慮すること。   

3 実施体制   

実施に当たっては、研修事業が確実に実施できる体制を確保すること。なお、都道   

府県にあっては、「健康診査管理指導等事業実施のための指針の策定について（平  

成10年3月31日老健第65号厚生省老人保健福祉局老人保健課長通知）」に定め  

る「生活習慣病検診等管理指導協議会」との連携に配慮すること。  



4 研修事業の種類及び内容   

研修事業の種類及び内容は、次のとおりとする。  

（1）マンモグラフィ撮影技師養成研修  

ア 目的  

マン羊グラフイ検診に従事するために必要な一定程度の知識・技術を満たす診  

療放射線技師を養成することを目的とすること。  

イ 受講資格  

診療放射線技師  

4 研修事業の種類及び内容   

研修事業の種類及び内容は、次のとおりとする。  

（1）マンモグラフィ撮影技師養成研修  

ア 目的  

マンモグラフィ検診に従事するために必要な土盆主知識・技術を満たす診療放  

射線技師を養成することを目的とすること。  

イ 受講資格  

十定程度の知識・技術を有する診療放射線技師  

ウ 研修期間  

1開催当たり、少なくとも2日間開催すること。  

ウ 研修期間   

1開催当たり、少なくとも2日間開催すること。なお、第1日目を午後より開   

始し、第2日目の午後に終了する場合等も該当するものとすること。  

三 年間の開催回数  

地域の実情に応じ設定すること。  

オ 1開催当たりの定員   

些域の実情に応じ設定すること。  

互研修内室  

研修内容は、次の事項を標準とすること。   

包 マンモグラフィ検診の基礎及び放射線物理に関すること。   

塵 乳房エックス線撮影装置及び周辺機器の取扱いに関すること。   

塾 乳がんの診断に必要な臨床及び病理に関すること。   

塾 乳房エックス線画像の所見に関すること。   

塁 撮影の基礎及び撮影法に関すること。   

塁 乳房エックス線撮影装置の撮影実務に関すること。   

塁 精度管理に関すること。  

三 革師の選定   

郷師及び診療放射線技師等の資格を有する考   

であって、マンモグラフィ検診に関し十分な実務経験を有するものであること。  

之 開催場所  

乳房エックス線撮影の実習及び乳房エックス線画像の読影に適した場所とする   

三上」  

土 筆講したことを範する書面の交仕  

都道府県は、研修内容を全て受講した者に対し、受講したことを証する書面を   

三1開催当たりの定員   

50名以下とすること。叫単位として   

以下の要件を満たすこと。  

生 壁修内琴   

特定非営利活動法人マンモグラフィ検診精摩管理中央委員会（以下「精中   

委」という。）が実施する認定講習会と‡同等の‡内容とすること。  

之 講師の選定  

精中委が実施する認定講習会と同等の者とするこ七  

生 開催場所  

研修会を行える十分な広さ、設備を備えm＼ること  



交付すること  

之 認定試験の受験  

本事業の研修を修了した者については、原則として、精中委が実施するマンモ   

グラフイ技術評価試験卿   

（2）マンモグラフィ読影医師養成研修   

ア 目的  

マンモグラフィ検診に従事するために十分な知識・技術を満たす医師を養成す  

ることを目的とすること。   

イ 受講資格  

一定程度の知識・技術を有する医師  

（2）マンモグラフィ読影医師養成研修   

ア 目的  

マンモグラフィ検診に従事するために必要な一定程度の知識・技術を満たす医  

師を養成することを目的とすること。   

イ 受講資格  

藍盟   

ウ 研修期間  

1開催当たり、少なくとも2日間開催すること。なお、第1日目を午後より開  

ウ 研修期間   

1開催当たり、少なくとも2日間開催すること。  

三1開催当たりの定員  

印名以下とすること。なお、50名を超える場合は50名毎を一単位として   

以下の要件を満たすこと。  

始し、第2日目の午後に終了する場合等も該当するものとすること。  

エ 年間の開催回数  

地域の実情に応じ設定すること。  

互1開催当たりの定異  

地域の実情に応じ設定すること。  

互 研修内容  

研修内容は、次の事項を標準とすること〔   

包 マンモグラフィ検診の基礎及び放射線物理に関すること。   

皇 乳房エックス線撮影装置及び周辺機器の取扱いに関すること。   

包 乳がんの診断に必要な臨床及び病理に関するこL   

包 乳房エックス線画像の所見に関すること。   

塁 読影の基礎に及び読影法に関すること。   

塵 乳房エックス線画像の読影実務に関すること。   

塁 精度管理に関すること。  

王 講師の選定   

研修に従事する講師については、御者   

であって、マンモグラフィ検診に関し十分な実務経験を有するものであること。  

ヱ 開催場所  

乳房エックス緑画像の読影に適した場所とすること。  

ケ 受講したことを証する書面の交付   

生 研修中容  

精中委が実施する認定講習会と同等の内容とすること  

之 講師の選定  

精中委が実施する認定講習会と同等の者とすること。  

三 関催琴所  

研修会を行える十分な広さ、設備を備えていること。  



都道府県は、研修内容を全て受講した者に対し、受講㌧たことを証する書面を  

交付すること。   

之 認定試験町受験  

本事業卿則として、精中委が実施するマンモ  

グラフィ技術評価試験を受験させるものとする。  

5 経費の負担   

国は、都道府県笠がこの要綱に基づき実施する研修事業に係る経費について、別に   

定める交付要綱に基づき、実施計画を勘案の上、予算の範囲内で国庫補助を行うもの   

とする。  

6 留意事項   

仙 関係機関との連携  

都道府県笠は、研修事業の実施に当たっては開催地となる都道府県里医師会と協   

議を行うとともにがん検診実施機関、地域医療機関等の関係機関との連携を密にす  

ること。  

（2）報告  

都道府県豊は、別に定めるところにより、研修事業の実施状況等を厚生労働大臣  

に報告するものとする。  

7 施行期日  

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。  

5 経費の負担   

国は、都道府県がこの要綱に基づき実施する研修事業に係る経費について、別に定   

める交付要綱に基づき、実施計画を勘案の上、予算の範囲内で国庫補助を行うものと   

する。  

6 留意事項  

（1）関係機関との連携  

都道府県は、研修事業の実施に当たっては都道府県医師会と協議を行うとともに  

がん検診実施機関、地域医療機関等の関係機関との連携を密にすること。  

（2）報告  

都道府県は、別に定めるところにより、研修事業の実施状況等を厚生労働大臣に  

報告するものとする。  

7 施行期日  

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。   



（資料5）  

マンモグラフィ検診精度向上事業実施要綱（案）  

1 目的  

この事業は、乳がんが現在我が国では女性のがん罷患率の第1位となっており、年間   

約3万∈；千人が発症し、約1万人が死亡するとともに、年々増加する傾向にあることに   

かんがみ、デジタル式マンモグラフィ装置を導入している検診機関等に対し、読影診断   

の支援が可能な体制整備に対する補助を行うことにより、マンモグラフィによる乳がん   

検診（以下「マンモグラフィ検診」という。）の診断精度及び受診率を向上させ、乳が   

ん患者の早期発見並びに死亡率の減少に資することを目的とする。  

2 補助対象施設   

マンモグラフィ検診を実施している検診機関等であって、デジタル式マンモグラフィ   

装置により撮影された画像の読影支援のためのシステム（以下「マンモグラフィ画像読   

影支援システム」という。）の整備を行おうとする次に掲げる者（以下「事業実施者」   

という。）とする。  

（1）都道府県  

（2）市町村  

（3）厚生労働大臣が認める者（この要綱に基づき整備した機器により、マンモグラフィ   

検診を実施する者に限る。）  

3 補助対象機器等  

（1）この要綱により補助できる対象機器等は、次に掲げるものとする。   

ア マンモグラフィ画像読影支援システム   

イ その他、マンモグラフィ画像読影支援システムに必要と認められるもの（機器の  

搬入、施設の改築等に要する経費を除く。）。   

は・次に掲げる費用は、補助の対象としない。  

ア 人件費  

イ 消耗品費  

り 光熱水料  

ェ その他整備費として適当と認められない費用  
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4 整備条件  

（1）この要綱により整備する機器等は、日本医学放射線学会の定める仕様基準を満たす   

乳房エックス線撮影装置用として用いること。  

（2）適切な技術を有する診療放射線技師、読影医師を、乳房エックス線撮影装置1台又  

は乳房エックス線撮影装置を備えた検診車1台当たり、必要な人員を確保できること   

（「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針（平成10年3月31日厚   

生労働省老人保健福祉局老人保健課長通知）」の別紙の3（1）ェに掲げるマンモグ  

ラフィ検診精度管理中央委員会が開催する講習会又はこれに準ずる講習会を終了して  

いることが望ましい。）。  

（3）この要綱により整備する機器等は、マンモグラフィ検診に使用すること。この場合、  

市町村を実施主体とするマンモグラフィ検診についても受託し、実施するものである  

こと。  

（4）診療の目的には使用できないこと。  

（5）事業実施者は、別に定めるところにより、マンモグラフィ検診の実績等を厚生労働  

省あて報告するものとする。  

5 経費の負担   

事業実施者がこの要綱に基づき整備する機器等に係る費用については、厚生労働大臣   

が別に定める「保健衛生施設等施設・設備整備費国庫補助金交付要綱」に基づき、予算   

の範囲内で補助を行うものとする。  

6 報告   

事業実施者は、別に定めるところにより、本事業の実施状況等を厚生労働大臣あて報   

告するものとする。  

7 施行期日  

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。  

ー30－   



5．市町村が実施するがん検診について  

（1）市町村が実施するがん検診の推進について   

がん検診については、昭和57年度に老人保健法に基づく市町村の事業として胃が  

ん検診、子宮頚部がん検診が開始され、その後、子宮休部がん検診、肺がん検診、乳  

がん検診、大腸がん検診が追加・拡充されてきたが、平成10年度に一般財源化され、  

それ以降は法律に基づかない市区町村独自の事業として整理された。現在、国では、  

これらのがん検診について、対象年齢、受診間隔等に関する標準的なガイドライン（が  

ん検診指針）を示しているところである。   

昨年、「がん対策基本法」が制定され、本年4月から施行されることとなっていると  

ころである。同法においては、基本的な施策の柱の一つとして、第3章第1節におい  

て「がんの予防及び早期発見の推進」を掲げており、同法第12条及び第13条によ  

り、国及び地方公共団体は、がんの予防の推進、がん検診の質の向上、がん検診の推  

進のために必要な施策を講ずるよう求められているところである。   

また、市区町村が行うがん検診については、平成20年度以降、健康増進法に基づ  

く事業として実施される予定となっている。   

各都道府県におかれては、こうした状況を御理解の上、がんの予防及び早期発見の  

推進に積極的に取り組まれるとともに、管内市区町村に対する支援をお願いしたい。  

（2）がん検診に関する検討会について   

これまで、「がん検診に関する検討会」においては、乳がん、子宮がん及び大腸がん  

について、検診の実施方法や事業評価について検討し、中間報告がまとめられてきた  

ところである。   

本年度は、胃がんについて検診の実施方法や事業評価について、これまで4回にわ  

たり御議論いただいているところである。去る3月8日の検討会で、（資料2）のとお  

り中間報告案が議論され、各委員からの御意見を座長がとりまとめ、年度内を目途に  

最終的な中間報告がなされる予定である。   

なお、平成19年度においては肺がんについての検討を予定しているところであり、  

検討の開始に当たっては、ホームページを通じてお知らせしたいと考えている。  
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（3）がん検診の受診率の算定方法について   

乳がん検診及び子宮がん検診の受診率の算定方法については、検診間隔が2年に1  

回となったことに鑑み平成18年3月31日付け老老発第0331003号「「がん予  

防重点健康教育及びがん検診実施のための指針」の一部改正について」において、算  

出方法の変更を行ったところである。  

（前年度の受診者数）＋（当該年度の受診者数）一（前年度及び当該年度における2年連続受診者数）  

当該年度の対象者数（※）  

※対象者数は年1回行うがん検診の場合と同様の考え方   

現在、大臣官房統計情報部で取りまとめを行っている「地域保健■老人保健事業報  

告」は、原則「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針」に基づき市町  

村が実施したがん検診について報告いただくこととしているところである。   

このため、今後は、指針に基づき検診を行った際の受診率を概要として用いること  

と考えており、特に乳がん検診については、報告するデータについては以下のとおり  

としていただきたい。  

■前年度の受診者数  

⇒前年度に視触診及びマンモグラフィを壁塁で受診した者数  

・当該年度の受診者数  

⇒当該年度に視触診及びマンモグラフィを塵担で受診した者数  

・前年度及び当該年度における2年連続受診者数  

⇒前年度及び当該年度に2年連続で視触診及びマンモグラフィを塑で受診した者   

数  

・当該年度の対象者数   

⇒年1回行うがん検診の場合と同様の考え方で算出する   

なお、これまでの傾向の比較等を行うため、視触診のみの場合の受診者数について  

も、引き続き報告願います。  
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第15回（平19．3．8．開催）会議資料  

（なお、会議において修正意見があり、最  

終版は座長一任となっているところ）  

市町村事業における  

胃がん検診の見直しについて  

がん検診に関する検討会  

中間報告（案）  

平成19年3月  

がん検診に関する検討会  
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Ⅰ．はじめに  

1．総論   

○ がん（悪性腫癌・悪性新生物）とは、遺伝子の「傷」が原因となり、細胞が異  

常に増殖するようになった状態である。  

○ 遺伝子に「傷」が付く要因には加齢の他に、生物的、化学的、物理的要因等   

様々なものがあるが、確かなことは、生きている限り、誰もが、遺伝子に「傷」   

を負っていくことは避けがたく、その結果、がんになりうるということである。  

○ 実際、我が国において、平成12年に新たにがんと診断された人は推計で54   

万人、平成1了年にがんで亡くなった人は約32．6万人で、これは死亡原因の第  

1位となっており、がんが死亡原因の第1位であることは昭和56年以降変化し   
ていない。  

○ 平成5年から平成8年にがんと診断された人の5年相対生存率は男性   

45．1％、女性54．8％である。特に、女性の乳房と子宮では70％以上、胃、大腸、   

直腸、結腸は約60～70％、肝臓、肺は20％前後である。しかし、早期に発見   

し、早期に治療をすれば治癒可能ながんも多い。  

○ そこで、がん検診を受診することによる早期発見、早期治療が必要となって   

くる。  

2．これまでの経緯   

○ がん検診は、わが国では昭和30年代から一部の先駆的な地域における保  

健活動として開始され、その後、全国的な取組として普及し、がん予防対策の  

中心的役割を担うことになった。なかでも昭和57年度から実施された老人保  

健法に基づく医療等以外の保健事業（以下「老人保健事業」という。）によって  

全国的に体制の整備がなされ、住民に身近な「市町村で実施されるがん検  

診」として定着してきた。  

○ 老人保健法に基づくがん検診は、昭和57年度から胃がん検診及び子宮頚   

部がん検診が実施され、昭和62年度からは肺がん検診、乳がん検診及び子   

宮休部がん検診が、平成4年度からは大腸がん検診が、それぞれ追加■実施   

されてきた。  

○ 老人保健法が制定された昭和57年度以降、がん検診は、市町村の義務的   

な事業として実施され、その費用の3分の1ずつを国、都道府県及び市町村  
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が負担してきたが、平成10年度からは、市町村が独自の財源の中で、自ら企  

画・立案し、実施する事業として位置づけられるようになった。厚生労働省にお  

いては、地域においてがん検診が適切に実施されるよう、「がん予防重点健  

康教育及びがん検診実施のための指針」（平成10年3月31日老健第64号、  

以下「がん検診指針」という。）を定め、その後も必要な改正（平成12年3月31  

日老健第65号、平成16年4月27日老老発第0427001号、平成17年4月  

1日老老発第0401001号、平成18年3月31日老老発第0331003号）を行う  

とともに、厚生労働省がん研究助成金において「有効性評価に基づくがん検  

診ガイドライン」を作成依頼するなど技術的な助言を行ってきた。  

○ しかし、一般的にこれらのがん検診については、  

（D実施方法や対象年齢について、死亡率減少効果の観点からの有効性評  

価が十分に実施されていないこと   

②精度管理が十分になされていないこと   

③検診の受診率が低いこと   

等の問題点が指摘されてきた。  

○ 平成15年に策定された「第3次対がん10か年総合戦略」では、がんの羅患   

率と死亡率の激減を目指して、がん研究の推進や、質の高いがん医療の均て   

ん化を図ることなどを目的としている。同戦略の中では「がん予防の推進」が   

柱の一つとなっており、今後、同戦略に基づき、がんの有効な予防法の確立、   

国民に対するがん予防に関する知識の普及、最新の研究成果に基づくがん   

検診の効果の向上等を推進していくことが求められている。  

○ このような中、平成15年12月に老健局内に設置された本検討会において、   

これまで「乳がん検診及び子宮がん検診の見直しについて（平成16年3月）」、  

「乳がん検診及び子宮がん検診における事業評価の手法について（平成17   

年2月）（以下「事業評価報告書」という。）」、「老人保健事業に基づく大腸が   

ん検診の見直しについて（平成18年3月）」を取りまとめてきた。  

○ また、平成18年3月には、厚生労働省がん研究助成金「がん検診の適切な   

方法とその評価法の確立に関する研究」班（主任研究者 祖父江友孝 国立   

がんセンター がん予防・検診研究センター 情報研究部部長）より、「有効性   

評価に基づく胃がん検診ガイドライン」が公表され、同ガイドラインの作成を受   

けて、平成18年7月から4回にわたり、胃がん検診について検討を行ってきた。   

本報告書は、この議論を踏まえてまとめられたものである。  
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3．がん対策基本法におけるがん検診   

○ 平成18年6月、「我が国のがん対策がこれまでの取組により進展し、成果を  

収めてきたものの、なお、がんが国民の疾病による死亡の最大の原因となっ  

ている等がんが国民の生命及び健康にとって重大な問題となっている現状に  

かんがみ、がん対策の一層の充実を図るため、がん対策に関し、基本理念を  

定め、国、地方公共団体、医療保険者、国民及び医師等の責務を明らかにし、  

並びにがん対策の推進に関する計画の策定について定めるとともに、がん対  

策の基本となる事項を定めることにより、がん対策を総合的かつ計画的に推  

進することを目的」として、がん対策基本法が制定された。  

○ がん対策基本法の基本理念は、「がんの克服を目指し、がんに関する専門   

的、学際的又は総合的な研究を推進するとともに、がんの予防、診断、治療   

等に係る技術の向上その他の研究等の成果を普及し、活用し、及び発展させ   

ること」、「がん患者がその居住する地域にかかわらず等しく科学的知見に基   

づく適切ながんに係る医療（以下「がん医療」という。）を受けることができるよ   

うにすること」、「がん患者の置かれている状況に応じ、本人の意向を十分尊   

重してがんの治療方法等が選択されるようがん医療を提供する体制の整備   

がなされること」とされている。  

○ がん対策法の中では、がん検診について以下のように定められている。  

○ 第四条には、「地方公共団体は、基本理念にのっとり、がん対策に関し、国   

との連携を図りつつ、自主的かつ主体的に、その地域の特性に応じた施策を   

策定し、及び実施する責務を有する」と地方公共団体の責務が記されている。  

○ 第五条には、「医療保険者（介護保険法（平成九年法律第百二十三号）第七   

条第七項に規定する医療保険者をいう。）は、国及び地方公共団体が講ずる   

がんの予防に関する啓発及び知識の普及、がん検診に関する普及啓発等の   

施策に協力するよう努めなければならない」と医療保険者の責務が記されて   

いる。  

○ 第六条には、「国民は、喫煙、食生活、運動その他の生活習慣が健康に及   

ぼす影響等がんに関する正しい知識を持ち、がんの予防に必要な注意を払う   

よう努めるとともに、必要に応じ、がん検診を受けるよう努めなければならな   

い」と国民の責務を定めている。  

○ 第一三条では、「国及び地方公共団体は、がんの早期発見に資するよう、が  

－37－   



ん検診の方法等の検討、がん検診の事業評価の実施、がん検診に携わる医  

療従事者に対する研修の機会の確保その他のがん検診の質の向上等を図る  

ために必要な施策を講ずるとともに、がん検診の受診率の向上に資するよう、  

がん検診に関する普及啓発その他の施策を講ずるものとする」とがん検診の  

質の向上に関する国及び地方公共団体の役割について書かれている。  

○ このように、がん対策基本法では、国及び地方公共団体の役割だけではなく、   

国民にもがん検診を受診するよう努力義務を課している。  
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Ⅱ．検討の視点   

○ 本検討会においては、わが国の市町村事業における胃がん検診のあり方を検   

討するに当たり、以下の事項を特に重視して検証を行うこととした。  

1．対策型検診と任意型検診について   

○ がん検診には性質や目的が違う対策型検診と任意型検診がある。  

○ 対策型検診について  

・目的は対象集団全体の死亡率を下げることであり、対象者は一定の集団  

として定義される。  

・提供者は多くのがん対策担当機関で、予防対策として行われる公共的な  

医療サービスであり、責用の一部には公的な資金が充てられる。  

・対象集団全体のバランスをもって利益を最大化する。  

・典型例は市町村が提供する住民検診である。  

○ 任意型検診について   

■ 目的は個人の死亡リスクを下げることであり、対象者は特に定義されない。  

・提供者は特定されず、医療機関、検診機関等が任意に提供し、貴用は基  

本的に全額自己負担である場合が多い。  

・個人のレベルでの利益と不利益のバランスを判断する。   

一 典型例は医療機関、検診機関での人間ドックである。  

2．．検診による死亡率減少効果と不利益   

○ 有効性の検討に際しては、「乳がん検診及び子宮がん検診の見直しについ  

て」の取りまとめに当たっての検討と同様に、「新たながん検診手法の有効性  

評価（平成13年3月、がん検診の適正化に関する調査研究班、主任研究者：  

久道茂）」にならって、死亡率減少効果を第一の指標とし、さらに検診による不  

利益についても考慮に入れることとした。  

○ この検討の基礎資料として、国内外における胃がん検診の有効性評価及び   

その実施状況等も考慮された、「有効性評価に基づく胃がん検診ガイドライン  

（平成18年3月、がん検診の適切な方法とその評価法の確立に関する研究   

班、主任研究者：祖父江友孝）」を活用した。  
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Ⅲ．現状と課題  

1．胃がんに関する現状   

（1）胃がんの性質  

○ 胃がんのリスク要因としては、高塩食品の摂取や喫煙等のライフスタイル  

やヘリコバクター■ピロリの感染等、環境要因の関わりが大きいと考えられ  

ている。  

○ 胃がんは、胃粘膜内に発生し、粘膜下層、固有筋層、渠膜下層、渠膜へと   

胃の外へ向かって浸潤していく。この胃がんの浸潤の深さの程度を進達度   

という。胃がんの浸潤が粘膜下層までに留まっているものを早期胃がんと   

いい、浸潤が固有筋層以深に至ったものを進行胃がんという。  

○ がんには組織の形態の違いにより、分化度の違いがあり、未分化や低分   

化ながんほど、浸潤や発育が早く予後が悪いと言われている。  

○ 早期胃がんの多くは無症状であり、がんの進展り曽大に従って種々の症   

状が出現するが、上腹部痛・不快感、悪心・嘔吐、上腹部膨満感などの非   

特異的症状が多く、検診による早期発見が重要になってくる。  

（2）胃がんの羅患及び死亡の状況   

○ 罷患率については、年齢調整羅患率（人口10万人当たり、昭和60年モデ  

ル人口による）では、昭和60年から減少し、平成12年には男83．2、女31．6  

である。  

○ 死亡率については、年齢調整死亡率（人口10万人当たり、昭和60年モ   

デル人口による）は戦後から減少が続き、平成17年において、男32．7、女  

12．5である。  

（3）胃がんの治療法   

○ 早期胃がんのうち分化型がんでは、がんが粘膜内や粘膜下層の比較的  

浅い浸潤にとどまる場合は内視鏡的治療が適用となり、粘膜下層浸潤の程  

度が深いがん、進行がん及びすべての未分化型がんについては外科療法  

が適用となる。  

○ 進行胃がんについては、術前・術後に放射線治療や化学療法が併用され   

ることがある。  
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（4）胃がんの予後   

○ 胃がんは早期に発見すれば予後が良好で、早期胃がんはほぼ治癒が可  

能である。   

○ 進行胃がんの5年生存率は限局している場合が全体で70％、領域リンパ  

節に転移のある場合が50％、遠隔転移がある場合が5％である。  

2．市町村事業における胃がん検診の現状と課題  

（1）がん検診指針に定めている胃がん検診の実施方法  

○ 胃がん検診は40歳以上の者を対象に、年1回実施している。  

○ 胃がん検診の検診項目は問診及び胃部エックス線検査である。  

（2）胃がん検診の実績   

○ 市町村事業における胃がん検診（スクリーニング検査）の受診者数は、昭  

和57年度の約14万人から連続的に増加し、平成16年度には約438万人  

に達しているが、受診率は12．9％にとどまっており、他のがん検診同様に低  

い状況にある。   

○ 平成16年度、要精検率は11．1％である。   

○ 平成16年度、精検受診率は84．3％である。   

○ 平成16年度、がん発見率は0．15％である。   

○ 検診受診率、要精検率、精検受診率、がん発見率等の事業評価の指標  

については、地域差がある。  

（3）諸外国における胃がん検診   

○ 胃がん検診は諸外国（アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、カナダ、オラン  

ダ、フィンランド）においては実施されておらず、我が国独自のものである  

（平成18年1月現在）。  
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Ⅳ．検討及びその結果に基づく提言  

1．胃がん検診のスクリーニング検査の方法について   

（1）胃エックス線検査  

○ エックス線透視画像をフイルム・増感紙系で撮影する直接撮影と、透視画  

像をイメージ・インテンシフアイアーで映しスポットカメラで撮影する間接撮影  

がある。  

○ 間接撮影の方が被曝線量が少なく、フイルムも小さくできる。  

○ 撮影方法としては、硫酸バリウムと発泡剤を造影剤として撮影する二重造  

影法が基本である。  

○胃エックス線検査には、技術と経験を要し適切な教育を得た医師・技師の  

養成が必要である。  

○ 胃エックス線検査には、まれにバリウム誤噴、排便遅延、バリウムによる  

便秘イレウス等の偶発症がある。  

○ 胃エックス線検査による胃がん検診については、死亡率減少効果を示す  

相応なエビデンスがあり、対策型検診として実施することが適当である。   

（2）胃内視鏡検査  

○ 内視鏡を使用して、食道・胃・十二指腸球部までの観察を行う。  

○ 胃内視鏡検査には、極めてまれに出血・穿孔等の偶発症がある。  

○ 胃内視鏡検査による胃がん検診については、現時点では、死亡率減少効  

果を示すエビデンスが不十分であるため、対策型検診としては薦められな  

ゝさゞ＿  

○ ただし、胃内視鏡検査については、胃エックス線検査に比べて発見率が  

高く、より大きな死亡率減少効果を持つ可能性があり、今後、質の高い研究  

による評価を実施することが望ましい。   

（3）ペプシノゲン法  

○ 胃の粘膜で作られる消化酵素ペプシンの前駆物質であるペプシノゲンの  

血中濃度を測ることで、胃がんの高危険群である萎縮性胃炎の進行度を判  

定する方法である。  

○ 血液検査のため、受診者に対する身体的負担は少ないが、胃がんの間  

接指標のため要精検率が高い。  

○ペプシノゲン法については、現時点では、死亡率減少効果を示すエビデン  

ネが不十分であるため、対策型検診としては薦められない。  

○ 検診の対象を集約することも非常に重要であり、対象者の絞り込みに有  

効であるか否かという観点からの評価も、今後、必要ではないかと考える。   

（4）ヘリコバクターゼロリ抗体法  

○ ヘリコバクター・ピロリは胃粘膜萎縮の進展に関与し、発がんの原因とさ  

れている。  
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○ ヘリコバクターゼロリに感染しているかどうかの測定方法には、胃内視鏡   

検査により採取した生検材料を使用した迅速ウレアーゼ試験、（組織）鏡検   

法、培養法と、生検材料を必要としない血清・尿中抗体測定、尿素呼気試   

験、糞便中抗原測定がある。  

○ これらのヘリコバクターーピロリに関する検査法については、現時点では、   

死亡率減少効果を示すエビデンスが不十分であるため、対策型検診として   

は薦められない。  

○ ただし、血清■尿中抗体測定、糞便中抗原測定については、検診の対象を   

集約することも非常に重要であり、対象者の絞り込みに有効であるか否か   

という観点からの評価も、今後、必要ではないかと考える。  

2．検診間隔について   

○ 胃がん検診は、我が国においては死亡率減少効果が認められ、40歳以上  

の逐年検診として行われているが、諸外国では実施されていない状況であ  

る。   

○ 胃がん検診について、40歳以上の逐年検診は死亡率減少効果が認められ  

ているところである。   

○ また、胃エックス検査による検診の死亡率減少効果は2～3年持続する可  

能性が示された。   

○ しかしながら、実際に事業を実施するに当たり、現状の受診率が低いままで  

胃がん検診を隔年で実施すると、単に受診率が半減する可能性があるとの指  

摘もされているところである。   

○ さらに、検診の受診間隔の関係も含めて、検診に要する貴用及び総医療費  

の関係についての研究を十分に行ったうえで判断する必要があるとの意見も  

あった。   

○ 以上のことから、現時点では、従来どおり逐年検診とすることとする。  

3．検診の対象年齢について   

○ 胃がんの死亡率減少効果を認めているのは40歳以上の逐年検診であるが、  

年代による効果の差にはっきりとした傾向があるとはいえないという推計もあ  

る。   

○ また、国民全体の死亡率を減少させるという観点から、対象年齢に上限を  

設け、受診勧奨を重点的に行うべきではないかという意見もあった。   

○ しかし、一方では、年齢が高くなるにつれて、羅患率も上昇している。   

○ 以上のことから、現時点では、従来どおり40歳以上とすることが妥当であ  

る  
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スクリーニング検査に関する提言  

（D検査方法  

○ 胃エックス線検査によるものとする。   

○ ただし、胃内視鏡検査については、がん検診における有効性を評価す  

るために、死亡率減少効果という観点から、研究を行い、データを集める  

必要がある。   

② 受診間隔   

01年に1度とする。   

③対象年齢   

0 40歳以上とする。  

4．その他の事項   

その他、胃がん検診の実施体制等について下記のような意見があった。  

（D精密検査について   

○ 胃がん検診の精密検査としては、胃内視鏡検査で行うことが適当である。  

（∋普及・啓発について   

○ がん検診の重要性について、対象年齢に達していないものも含めた様々な  

世代に対して啓発を行うべきである。   

○ スクリーニング検査のみならず、精密検査の受診を促すような取組も検討し  

ていかなければならない。  

③ 受診率の向上について   

○ 受診率の向上には対象者個人への受診勧奨が効果的であるため、市町村   

は、がん検診の対象者名簿を作成し、個別の受診勧奨通知の発送、未受診者   
への再勧奨通知の発送など、きめ細かな受診勧奨と受診状況の管理を行う必   

要がある。   

○ また、受診機会を増やすため、休日の実施や、複数のがん検診と合わせた  

実施など、受診者の便宜を図ることも重要である。   
○ さらに、がん検診の受診率を向上させるには、がん検診の受診勧奨も含め  

た総費用と医療真の削減効果など、十分な研究を行う必要がある。  

④検診従事者の養成について   

○ 胃がん検診における胃エックス線検査については、検診機関毎に技術の差  

があるとの指摘がなされており、適切に撮影できる技師と正確に読影できる  

医師の確保及び養成が重要である。  
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⑤ 国の定めるがん検診指針の遵守について   

○ 国の定めるがん検診指針と現実に行われている施策との間に帝離があるこ   

とが珍しくないため、この帝離をなくすために、指針の基となるガイドラインを十   

分に理解してもらう必要があり、そのためのノウハウやツールを開発すること  

が望ましい。  
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Ⅴ．おわりに  

○ 胃がんは早期発見を行えば、治療が可能な疾患であり、胃がん検診の役割は   

重要である。  

○ 本報告書は、胃がんの死亡率の減少を目指して、最新の知見に基づき、効   

果的な胃がん検診体制を確立することを目的として取りまとめられた。  

○ 国、都道府県及び市町村においては、本報告書を踏まえ、胃がん検診の実   

施体制等の整備を行うとともに、医療関係者及び国民への普及啓発など具一本   

的な方策を検討・実施することを期待する。  

○ また、検診実施機関を含む胃がん検診に従事する関係者は、さまざまな機   

会を通じて、胃がん検診の重要性に関する普及啓発に努めるとともに、国民   

が希望する「効果のあるがん検診」の実施に向けて積極的に取り組むことを   

期待する。  

○ さらに、本報告書を契機として、国民一人ひとりが、がんの予防について   

の知識を高め、自らがんの発生を予防する活動を実践することを願うもので   

ある。  

一46－   



第15回（平19．3．8．開催）会議資料  

（なお、会議において修正意見があり、最   

終版は座長一任となっているところ）  

市町村事業における  

がん検診の事業評価の手法について  

がん検診に関する検討会  

中間報告（案）  

平成19年3月  

がん検診に関する検討会  

－4了－   



目 次  

Ⅰはじめに…・t…・‥‥＝……・＝………‥11…………… 1  

Ⅱ 事業評価の意義……＝‥・……・t・＝‥t…・‥…・‥……‥ 2  

1事業評価の重要性   

2 事業評価の指標   

3「事業評価のための点検表」の活用  

Ⅲ「事業評価のための点検表」の主な新規・変更内容・・・…………t・ 4  

1検診実施機関用の「事業評価のための点検表」について   

2 市町村用の「事業評価のための点検表」について   

3 都道府県用の「事業評価のための点検表」について  

Ⅳ おわりに……‥＝……＝・・・‥…・＝‥＝…・‥……＝・・‥・ 5  

別添1   

0胃がん検診のための事業評価のための点検表   

【検診実施機関用】   

【市町村用】   

【都道府県用】   

○大腸がん検診のための事業評価のための点検表   

【検診実施機関用】   

【市町村用】   

【都道府県用】   

○乳がん検診のための事業評価のための点検表   

【検診実施機関用】   

【市町村用】   

【都道府県用】   

○子宮がん検診のための事業評価のための点検表   

【検診実施機関用】   

【市町村用】   

【都道府県用】  

ー48－   



Ⅰはじめに  

○ 本検討会は、広義の精度管理の一環として、乳がん検診及び子宮がん検診における事業   

評価の意義や手法について検討し、平成17年2月に「老人保健事業に基づく乳がん検診及   

び子宮がん検診における事業評価の手法について」と題する中間報告を取りまとめ、市町   

村や検診実施機関が事業評価やその結果に基づく改善を行う際に活用できるように「事業   

評価のための点検表」も併せて示した。  

○ その後、平成18年2月には、「老人保健事業に基づく大腸がん検診の見直しについて」中   

間報告を取りまとめ、検診実施機関用、市町村用の点検表に加え、都道府県用の「事業評   

価のための点検表」も示した。  

○ これらを受け、同年3月に改正された「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のため   

の指針（平成10年3月31日老健第64号厚生省老人保健福祉局老人保健課長通知）」（以   

下「がん検診指針」という。）において、子宮がん、乳がん、大腸がん検診の市町村用、検診   

実施機関用の事業評価のための点検表を示し、同時に改正された「健康診査管理指導等   

事業実施のための指針（平成10年3月31日老健第65号厚生省老人保健福祉局老人保健   

課長通知）」（以下「健康診査管理指導等実施指針」という。）において、大腸がん検診の都   

道府県用の事業評価のための点検表を示した。  

○ 平成18年7月から開催された本検討会では、市町村事業における胃がん検診の見直し   

について検討されたが、その検討過程で、胃がん検診の事業評価のための点検表につい   

ても検討された。それに併せて、今まで示されてきた、大腸がん検診の事業評価のための   

点検表が見直された。さらに、子宮がんや乳がん検診における事業評価のための点検表に   

ついても、市町村用と検診実施機関用を見直すとともに、新たに、都道府県用を作成するこ   

とが検討された。  
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Ⅱ 事業評価の意義  

1事業評価の重要性  

O「老人保健事業に基づく乳がん検診及び子宮がん検診における事業評価の手法につい   

て」以降の中間報告書の中でも記したように、がん検診においては、事業の質を確保するこ   

とが極めて重要であり、その徹底は、早期のがんをできる限り多く発見し、同時に不必要な   

精密検査を減らすことに大いに資することとなる。また、がん検診における診断技術を一定   

以上に保つとともに、その効果・効率等を明らかにする上でも有益である。  

2 事業評価の指標   

○ 市町村事業におけるがん検診の事業評価については次の三づの指標で行うことが適当  

である。  

1．技術・体制的指標  

・検診実施機関の体制の確保（設備、医師・技師等の人員等）  

・実施手順の確立 等  

2．プロセス指標  

・がん検診受診率  

・要精検率  

・精検受診率  

・陽性反応適中度  

・がん発見率 等  

3．アウトカム指標  

・死亡率  

○ 市町村が民間事業者にがん検診を委託する際には、原則として一般競争入札による契約   

によるが、がん検診事業の一般競争入札に当たり、仕様書に委託基準等を明確に示さずに   

行った場合には、事業の質にかかわらず最低の価格をもって入札した検診実施機関が落札   

することになり、結果として、がん検診事業の質が担保されないおそれが生じる。そこで、  

「老人保健事業に基づく乳がん検診及び子宮がん検診における事業評価の手法について」   

の中でも記されているように、仕様書には、「事業評価のための点検表」の事項を参考に、   

設備、人員、運営等に係る基準等を盛り込むことが重要である。  

○ なお、仕様書については、現在行われている研究の報告を待ち、今後、その報告を基に作  
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成し、提示することとする。  

3「事業評価のための点検表」の活用  

○ がん検診の実施主体である市町村や検診実施機関が、確実かつ円滑に事業評価及びそ   

の結果に基づく改善を行うために、必要な事項を漏れなく系統的に検討する手法として、  

「事業評価のための点検表」を示してきた。  

O「事業評価のための点検表」は、これまでに乳がん、子宮がん及び大腸がん検診について   

は市町村と検診実施機関用を、大腸がん検診についてはさらに都道府県用を示している。  

○ 本検討会では、大腸がん検診の「事業評価のための点検表」を基に、胃がん検診につい   

て、都道府県、市町村及び検診実施機関用の「事業評価のための点検表」を、乳がん、子   

宮がん検診については都道府県用の「事業評価のための点検表」示した。併せて、既存の  

「事業評価のための点検表」の見直しも行った。  
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Ⅲ「事業評価のための点検表」の主な新規・変更内容  

1検診実施機関用の「事業評価のための点検表」について   

○ 乳がん検診のための点検表では、撮影技師や読影医師の資格要件として、マンモグラフ  

ィ精度管理中央委員会による研修会の受講を定めた。  

○ 大腸がん検診のための点検表で、市町村への結果報告の期限を、検体回収後に1週間   

以内であったのを、2週間以内に変更した。これは、検診実施機関の実情に合わせたもの   

である。  

○ 胃がん検診のための点検表では、エックス線写真の撮影やエックス線写真の読影の精度   

管理について規定した。  

2 市町村用の「事業評価のための点検表」について   

○ がん検診の対象者数の把握の有無を加えた。  

○ 受診者の前回未受診率の集計の有無の代わりに、過去の検診受診歴別の集計の有無を   

尋ねることとした。また、過去の検診受診歴別の集計の有無については、要精検率や、精   

検受診率に関しても尋ねることとした。  

○ 精密検査の報告の有無に加えて、治療の結果報告を受けているかを尋ねることとした。  

○ 集計を年齢階級別だけでなく、性別でも行っているかを尋ねることとした。  

3 都道府県用の「事業評価のための点検表」について   

○ 成人病検診管理指導協議会を生活習慣病検診管理指導協議会と改めた。  

○ 集計を年齢階級別だけでなく、性別でも行っているかを尋ねることとした。  

○ 受診者の前回未受診率の集計の有無の代わりに、過去の検診受診歴別の集計の有無を   

尋ねることとした。また、過去の検診受診歴別の集計の有無については、要精検率や、精   

検受診率に関しても尋ねることとした。  
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Ⅳ おわりに  

○ 本報告書は乳がん、子宮がん、大腸がん及び胃がんの死亡率減少のため、すべての市   

町村において質の高いがん検診が実施されることを目指してとりまとめたものである。  

○ 本報告書を踏まえ、国、都道府県、市町村及び検診実施機関においては、国民の信頼に   

応えるべく、乳がん検診、子宮がん検診、大腸がん検診及び胃がん検診について「事業評   

価のための点検表」等を活用しつつ、がん検診の質の向上に努めることが期待される。  

○ 本報告書を契機として、一人でも多くの国民ががん検診の重要性について理解を深め、   

自ら積極的にがん検診を受診するようになることを期待する。  
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6．老人保健事業関係資料  

老人保健法に基づく老人保健事業実施状況（平成12～16年度）  

事 業 内 容 等   
平成12年度  平成13年度  平成14年度  平成15年度  平成16年度  

（2000）   （2001）   （2002）   （2003）   （2004）   

健康手帳の交付  

年度末医療受給資格者数（千人）   15，047   15，725   15，791   15，123   14，552   

新 規 交 付 数1）（千人）   3，384   3，170   2，866   1，853   1，733   

健  康  教  育  

個別指導を開始した者（人）   ノ4♂夕β   2与古ノダ   2色7∂J   2見∂夕2   2互夕方   

指導を終了した者（人）   ノノ，βノ2   2q∂βタ   花古∂β   24Z2∂   2ノ，＆ヲノ   

集団 開催延回数（千回）   306   305   314   316   312   

参加延人員（千人）   9，174   8，703   8，795   8，797   8，263   

健  康  相  
談  

開催延回数（千回）   528   528   525   527   511   

参 加 延 人 員（千人）   7，436   7，330   7，188   7，034   6，499   

健  康  査  

・基本健康診査  

対象者数（千人）   28，035   28，340   28，978   28，866   29，247   

受 診 者 数 （千人）   11，533   11，847   12，330   12，941   12，984   

受診率 （％）   41．1   41．8   42．6   44．8   44．4   

・歯周疾患検診受診者数（人）   ダ6♂ノタ   ∂ユ4j2   花タ7≠   ∂ス∂∂タ   βろ謝   

・骨粗髭症検診受診者数（人）   ∂ろβ4∂   βqノ32   ∂Z77フ   タq描   タノ，∫ββ   

・健康度評価（参加延人員：千人）  307   653   714  797  778  

・B型肝炎ウイルス検診（※）2）  

（節目検診）受診者数（千人）  1，291  1，383  1，280   

（節目外検診）受診者数（千人）  632   466   356   

受診者数（千人）  （合計）  1，923  1，849  1，636  

・C型肝炎ウイルス検診（※）2）  

（節目検診）対象者数（千人）  4，332  4，677  5，062   

受診者数（千人）  1，299   1，376   1，271   

受診率  （％）  30．0   29．4   25．1   

（節目外検診）受診者数（千人）  625   455   347   

（合計）  受診者数（千人）  1，923   1，830   1，619   

機  能  訓  練  

実施施設数（カ所）   9，809   9，552   9，482   9，379   9，165   

被 指 導 延 人 員（千人）   2，481   2，368   2，368   2，371   2，193   

訪  問  指  導  

被指導延人員（千人）   2，103   1，898   1，744   1，643   1，498   

被 指 導 実 人 員（千人）   1，088   1，007   955   944   893   

注：1）医療受給者証の新規交付数と健康手帳交付数の合計。  
2）老健局において集計。  

（地域保健・老人保健事業報告（※印を除く））  

－54一   



健康手帳交付者数の推移  
（千人）   

57 58 59 60 61 62 63 元  2  3  4  5  6  7  8  9 10 1112 13 14 15 16  
（年度）  

昭和  平成  

健康教育の推移   

57 58 59 60 61 62 63 元 2  3  4  5  
昭和  平成  

－55－  

6  7  8  9 10 1112 13 14 15 16  
（年度）   



健康相談の推移  
（千人）  （千回）  

8  9 10 1112 13 14 15 16  

（年度）  

5了 58 59 60 61 62 63 元  2  3  4  5  6  7  
平成  昭和  

基本健康診査受診者数及び受診率の推移  

57 58 59 60 61 62 63 元 2 3 4  5 6 7  8  9 10111213141516  
昭和  平成  （年度）  

－56－   



（千人）  

9，482  

5了 58 59 60 61 62 63 元 2  3 4  5  6  7  8  9 10111213 1415 16  
（年度）  昭和  平成  

訪問指導人員の推移   

9 10 1112 13 14 15 16  

（年度）   

57 58 59 60 61 62 63 フt  2  3  4  5  6  7  8  
昭和  平成  

－57－  



都道府県別 基本健康診査 の受診率  

対象者数  受診者数  受診率   

全  国  29247046  12983593   44．4％   

平成16年度：基本健康診査の受診率  

単位：（％）  

l  山  形  27744】  181747   65．5％   

2  秋  田  271926  155378   57．1％   

3  東  京  2914656  1609912   55．2％   

4  愛  知  1241358  680243   54．8％   

5  大  分  258563  14113了   54．6％   

6  埼  玉  1306238  712221   54．5％   

7  富  山  312384  165960   53．1％   

8  群  馬  609315  315067   51．7％   

9  宮  城  604610  310636   51．4％   

10  干  葉  1366251  697285   51．0％   

皿  奈   良  319643  158590   49．6％   

12  香  山  335297  163916   4臥9％   

13  大  阪  1575706  768283   4臥8％   

14  静  岡  740813  347853   47．0％   

15  岐  阜  485783  227197   46．8％   

16  栃  木  430460  199828   46．4％   

1了  福  島  575992  265523   46．1％   

18  岩  手  403144  185122   45．9％   

19  島  根  292597  132241   45．2％   

20  京   都  533603  238749   44．7％   

21  山  口  341697  152590   44．了％   

‡＝王＝；＝：し＝    y・汁一枚パ｝■H、こ’        ‡デ′至；＝．′た 堤i、．好＝）当：、㌔ンづジく  照   
22  新  潟  708358  314021   44．3％   

23 _ 重  476676  209511   44．0％   

24  徳  島  293841  126450   43．0％   

25  佐  賀  188917  80916   42．8％   

26  兵  庫  1090289  462489   42．4％   

27  岡  山  456816  190755   41．8％   

28  鳥  取  166851  69660   41．7％   

29  石   Jl  349963  144979   41．4％   

30  宮  崎  257844  106690   41．4％   

31  滋  賀  360863  148953   41．3％   

32  青   森  374003  153900   41、1％   

33  熊   本  458817  177668   38．7％   

34  和 歌 山  244274  92333   37，8％   

35  福  井  172811  65079   37．7％   

36  茨  城  820379  306037   37．3，i   

37  山  梨   272188 96 97777 35．6％   

38  長  野  688419  245206   35．6％   

39  神 奈 ハ  2077069  737133   35．5％   

40  鹿 児 島  426263  149360   35．0％   

41  愛  媛  325235  109638   33．7％   

42  北 海 道  1190506  399706   33．6％   

43  福  岡  1105519  360289   32．6％   

44  沖  縄  355489  103919   29．2％   

45  長  崎  389585  111919   28．7％   

46  広  島  548451  147963   27．0％   

47  高  知  250143  62564   25．0％  

0．0  1D．0  20．0  30．0  40．0  50．0  60．0  70．0  

ー58－   



都道府県別 B型肝炎ウイルス検診 の受診率  

対象者数  受診者数  受診率   

全  国  4848053  1205423   24．9％   

平成17年度：B型肝炎ウイルス検診の受診率  
単位：（％）  

22  宮 崎 県  43339   9421   21．7％   

23  岩 手 県  65949  14317   21．7％   

24  佐 賀 県  15162   3257   21．5％   

25  滋 賀 県  63939  13422   21．0％   

26  神奈川県  222445  45782   20．6％   

27  徳 島 県  43700   8948   20．5％   

28  兵 庫 県  213802  43356   20．3％   

29  鹿児島県  了2853  14253   19．6％   

30  京 都 府  59472  11593   19．5％   

31  和歌山県  36379   6672   18．3％   

32  福 岡 県  166426  29985   18．0％   

33  北 海 道  176080  30939   17．6％   

34  山 口 県  62934  11019   17．5％   

35  大 阪 府  282869  49063   17．3％   

36  広 島 県  60043  10360   17．3％   

37  熊 本 県  89209  15274   17．1％   

38  沖 縄 県  64465  10769   16．7％   

39  茨 城 県  163158  26584   16．3％   

40  島 根 県  43247   6884   15．9％   

41  福 井 県  25170   3846   15．3％   

42  三 重 県  142552  16912   11．9％   

43  長 野 県  133092  15164   11．4％   

44  高 知 県  37980   4312   11．4％   

45  長 崎 県  88999   9265   10．4％   

46  岡 山 県  80594   7843   9．7％   

47  鳥 取 県  3254  2  3051   9，4％  

E≡‡≡夏至と  

㌣平？扇引  

40．0  50．0  60．0   30．0  0．0  10．0  20．0  
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都道府県別 C型肝炎ウイルス検診 の受診率  

対象者数  受診者数  受診率   

全  国  4848053  1196457   24．7％   

平成1咋度＝C型肝炎ウイルス検診の受診率 
単位ニ（％）  

口  埼 玉 県  141404  72574   51．3％   

2  東 京 都  469785  213200   45．4％   

3  石 川 県  48959   17589   35．9％   

4  福 島 県   72703   25101   34．5％   

5  山 形 県  48782   15921   32．6％   

6  千 葉 県  249532  81407   32．6％   

7  山 梨 県  34465   11131   32．3％   

8  青 森 県  52042   16384   31．5％   

9  富 山 県  51586   15981   31．0％   

10  宮 城 県  101752   30268   29．7％   

皿  岐 阜 県  97180   28310   29．1％   

12  群 馬 県  94288  27193   28．8％   

13  栃 木 県  83427   23897   2臥6％   

14  香 川 県  57503   16058   27．9％   

15  新 潟 県  88409   2331了   26．4％   

16  奈 良 県  73944   18623   25．2％  

闇髄膜亮羞或拙巨…           当汽だ≡粧⊂′こ′5ま≒弓頂．、≒こ．至こ  闇御㍑．： 絹‖ト＝＝吏な  誉繹鋸澗緋㍍転．童，＝＝、く   

17  秋 田 県  51497   12230   23．7％   

18  大 分 県  61770   14576   23．6％   

19  愛 知 県  284535   66081   23．2％   

20  静 岡 県  135266   31368   23．2％   

21  岩 手 県  65949   14844   22．5％   

22  愛 媛 県  62824   14118   22．5％   

23  宮 崎 県  43339   9259   21．4％   

24  滋 賀 県  63939   13441   21．0％   

25  神奈川県  222445  45947   20．7％   

26  徳 島 県  43700   8969   20．5％   

27  兵 庫 県  213802   43651   20．4％   

28  京 都 府  59472   11592   19．5％   

29  鹿児島県  72853   13770   18．9％   

30  福 岡 県  166426   29665   17．8％   

31  北 海 道  176080   31001   1了．6％   

32  和歌山県  36379   6395   17．6％   

33  山 口 県  62934   11013   17．5％   

34  大 阪 府  282869  49076   17．3％   

35  沖 縄 県  64465   11051   17．1％   

36  熊 本 県  89209   15184   17．0％   

37  広 島 県  60043   10067   16．8％   

38  茨 城 県  163158   26603   16．3％   

39  島 根 県  43247   6889   15．9％   

40  福 井 県  25170   3969   15．8％   

41  佐 賀 県   15162   2236   14．7％   

42  三 重 県  142552   16961   11．9％   

43  高 知 県  37980   4316   11，4％   

44  長 野 県  133092   15113   11．4％   

45  長 崎 県  88999   9268   10．4％   

46  岡 山 県  80594   7797   9．7％   

47  鳥 取 県  32542   3053   9．4％  

0．0  10．0  20．0  30、0  40．0   

－60－  



都道府県別 胃がん検診 の受診率  

対象者数  受診者数  受診率   

全  国  34059605  4376699   12．9％   

平成16年度＝胃がん検診の受診率 単位‥（％）  

山  形  279776  118311   42．3％   

2  岡  山  452902  122790   27．1％   

3  鳥  取  167941  45190   26．9％   

4  青   森  388522  102327   26．3％   

5  福  島  550712  143983   26．1％   

6  宮  城  6897了8  173225   25．1％   

7  佐  賀  159600  38727   24．3％   

8  岩  手  434480  100320   23．1％   

9  秋  田  330883  76062   23．0％   

10  新  潟  731686  166309   22．7％   

山  梨   260137  5了837   22．2％   

12  富  山  296524  64172   21．6％   

13  静  岡  726867  155760   21．4％   

14  栃  木  476102  98723   20．7％   

15  大  分  255100  52261   20．5％   

16  熊  本  488534  93475   19．1％   

17  和 歌 山  240656  41153   17．1％   

18  千  葉  1430073  240827   16．8％   

19  愛  媛  334481  54535   16．3％   

20  群  馬  597947  96818   16．2％   

21  愛  知  1307771  211508   16．2％   

22  鹿 児 島  489958  77369   15．8％   

23  北 海 道  1377350  204535   14．8％   

24  岐  阜  498395  73809   14．8％   

25  山  口  352364  51897   14．7％   

26  石   Jl  349963  48844   14．0％   

27  茨  城  846771  109426   12．9％   

宅∋〉  

28  福  井  164838  20494   12．4％   

29  宮  崎  297539  36160   12．2％   

30  長  崎  398045  48163   12．1％   

31  高  知  287765  34493   12．0％   

32  香   Jl  322815  38248   11．8％   

33  広  島  646562  76012   11．8％   

34  長  野  715692  78352   10．9％   

35  沖  縄  359121  39256   10．9％   

36  兵  庫  1271405  132436   10．4％   

37 - 重  574407  57925   10．1％   

38  奈  良  336208  32567   9．7％   

39  福  岡  1376102  120626   8．8％   

40  徳  島  297869  25022   8．4％   

41  島   根  289250  22772   7．9％   

42  滋  賀  383124  29907   7．8％   

43  神 奈J】  2149879  166054   7．7％   

44  埼  玉  2038929  156481   7．7％   

45  大  阪  2457625  168836   6．9％   

46  京  都  832444  43892   5．3％   

47  東  京  4344713  228810   5．3％  

300  40．0  50．0   0．O  10．0  20．0  

－61－  



都道府県別 肺がん検診 の受診率  

平成16年度：肺がん検診の受診率  対象者数  受診者数  受診率   

全  国  33422775  7769635   23．2％   

大  分  262511  165096   62．9％   

2  宮  城  705782  365251   51．8％   

3  静  岡  785411  37519了   47．8％   

4  岡  山  500132  238476   47．7％   

5  山  梨   283320  129350   45．7％   

6  富  山  303353  137771   45．4％   

7  新  潟  721934  315778   43．7％   

8  福  島  573789  241557   42．1％   

9  山  形  269112  112702   41．9％   

10  同  知  194261  80167   41．3％   

皿  岩  手  413255  167180   40．5％   

12  佐  賀  177896  66806   37．6％ 

13  熊  本  468996  172013   36．7％   

14  群  馬  424299  153970   36．3％   

15  茨  城  887255  308578   34．8％   

16  鳥  取  176135  60917   34．6％   

17  千  葉  1586249  541883   34．2％   

18  愛  知  1348019  461079   34．2％   

19  山  口  361840  122612   33．9％   

20  香  川  345809  115957   33．5％   

21  栃  木  483514  158289   32．7％   

22  和 歌 山  243839  78702   32．3％   

23  秋  田  285175  85570   30．0％   

24  青  森  389751  116224   29．8％   

25  福  井  164314  47364   28．8％   

26  石   111 349 963 l00 0788 28．6％   

27  長  崎  402841  107214   26．6％   

28  島  根  294339  76647   26．0％   

29  岐  阜  462554  116584   25．2％   

30  沖  縄  358839  89153   24．8％   

31  愛  媛  339388  83048   24．5％  

32  兵  庫  1034959  232160   22．4％   

33  長  野  702074  147702   21．0％   

34  鹿 児 島  578547  106720   18．4％   

35 - 重  591186  103429   17．5％   

36  広  島  677097  112436   16．6％   

37  北 海 道  1379975  218795   15．9％   

38  神 奈Jl  1605393  251448   15．7％   

39  埼  玉  2267735  350308   15．4％   

40  宮  崎  304487  42927   14．1％   

41  京  都  790162  107368   13．6％   

42  福  岡  1044148  136494   13．1％   

4  3滋  賀  82069  10197   12．4％   

8．1％   4  4徳   島  297917  33685  ‖．3％  4  5大   阪  2674461  215379    4  6東   京  、 449495  4  288012  6．4％  4  7奈   良  33373  6   2136  2    6．4％  
50．0  60．0  70．0   0．0  10．0  20．0  30．0  40．0  

－62－  



都道府県別 大腸がん検診 の受診率  

対象者数  受診者数  受診率   

全  国  35928595  6430450   17．9％   

平成16年度：大腸がん検診の受診率  
単位：（％）  

l  山  形  287011  127149   44．3％   

2  秋  田  351780  ＝7535   33．4％   

3  岡  山  472764  155275   32．8％   

4  鳥  取  174533  54176   31．0％   

5  静  岡  744557  222983   29．9％   

6  青  森  391460  ＝3619   29．0％   

7  奈  良  344628  94765   27．5％   

8  福  島  553226  141784   25．6％   

9  大  分  261807  66185   25．3％   

10  岩  手  456784  115373   25．3％   

皿  栃  木  519675  131075   25．2％   

12  山  梨   276548  67351   24．4％   

13  宮  城  856544  206203   24．1％   

14  愛  知  1352480  321380   23．8％   

15  新  潟  756907  178294   23．6％   

16  千  葉  1656501  386352   23．3％   

17  富  山  301098  69699   23．1％   

18  熊  本  495074  114146   23．1％   

19  佐  賀  162211  36775   22．7％   

20  愛  媛  337687  了3284   21．7％   

21  和 歌 山  239390  51454   21．5％   

22  福  井  164784  35226   21．4％   

23  群  馬  602500  121959   20．2％   

24  長  野  722232  146113   20．2％   

25  鹿 児 島  528245  100364   19．0％   

26  山  口  354124  66242   18．7％   

27  宮  崎  305964  56191   18．4％   

28  岐  阜  505895  92484   18．3％   

29  香   Jl  342421  61912   18．1％  

30  埼  玉  2355234  409783   17．4％   

31  長  崎  400243  66479   16．6％   

32  石   Jl  349963  58048   16．6％   

33  茨   城  870987  136443   15．7ウ；   

34  兵  庫  1271278  198864   15．6％   

35  北 海 道  1407567  219964   15．6％   

36  滋  賀  396939  59693   15．0％   

37  沖  縄  358839  53482   14．9％   

38  島  根  293825  42888   14．6％   

39  神 奈 jl  2163304  301918   14．0％   

40 _ 重  629752  85051   13．5％   

41  広  島  7295了2  97456   13．4％   

42  東  京  4670951  620338   13．3％   

43  高  知  298222  35806   12．0％   

44  大  阪  2598446  286383   11．0％   

45  福  岡  1441171  134417   9．3％   

46  徳  島  297869  27069   9．1％   

47  京  都  875603  71020   8．1％  

300  40．0  50，0   00  100  20．0  
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都道府県別 子宮がん検診 の受診率  

平成16年度：子宮がん検診の受診率  対象者数  受診者数  受診率   

全  国  29373104  3995021   13．6％   
単位：（％）  

口  山  形  205950  66189   32．1％   

2  佐  賀  123262  35333   28．7％   

3  宮  城  604893  160422   26．5％   

4  秋  田  257049  57143   22．2％   

5  静  岡  626032  138145   22．1％   

6  福  島  427273  90176   21．1％   

7  岩  手  340298  71735   21．1％   

8  青  森  278999  57579   20．6％   

9  鳥  取  128881  26594   20．6％   

10  大  分  210077  43073   20．5％   

皿  干  葉  1345118  275113   20．5％   

12  岡  山  332494  62844   18．9％   

13  群  馬  466626  88065   18．9％   

14  熊  本  398465  72999   18．3％   

15  栃  木  388464  69580   17．9％   

16  新  潟  51了了97  90407   17．5％   

1了  富  山  232946  40613   17．4％   

18  長  崎  300923  51590   17．1％   

19  北 海 道  1236300  209822   17．0％   

20  鹿 児 島  403251  67624   16．8％   

21  香   Jl  202849  33404   16．5％   

22  沖  縄  272492  44588   16．4％   

23  愛  知  1100423  170097   15．5％   

24  山  梨   214954 33 13000 15．4％   

25  和 歌 山  241687  36474   15．1％   

26  石   Jl  267856  39572   14．8％   

27  山  口  282778  40658   14．4％   

28  宮  崎  239041  33298   13．9％   

29  福  井  119427  16498   13．8％  

30  岐  阜  465858  63347   13．6％   

31  高  知  200105  26868   13．4％   

32  広  島  587206  了7986   13．3％   

33  大  阪  2153675  272410   12．6％   

34  福  岡  1168052  143307   12．3％   

35  滋  賀  314422  37844   12．0％   

36  奈   良  311785  37344   12．0％   

37  神 奈Jl  1792803  209954   11．7％   

38  徳  島  215257  25182   11．7％   

39  長  野  554621  64414   11．6％   

40  島   根  208195  24078   11．6％   

41  愛  媛  294930  33645   11．4％   

42  茨  城  695936  73485   10．6％   

4311 重  491066  41785   8．5％   

44  埼  玉  2018586  166586   8．3％   

45  兵  庫  1373153  111924   8．2％   

46  京   壱  β  79142  4   63928   臥1％   

4  7東  京  、 396942  5  298169   7．5％  

15．0  20＿0  25．0   0．0  5．0  10．0  
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都道府県別 乳がん検診（視触診のみを含む全体）の受診率  

平成16年度：乳がん検診の受診率  対象者数  受診者数  受診率   

全  国  23927018  2698947   11．3％   単位：（％）  

l  山  形  186981  58457   31．3％   

2  鳥   取  1＝408  26773   24．0％   

3  岩  手  291930  69579   23．8％   

4  秋  田  225905  53650   23．7％   

5  静  岡  450418  99659   22．1％   

6  群  馬  389194  80930   20．8％   

7  山  梨   172739  34705   20．1％   

8  栃  木  349509  68057   19．5％   

9  岡  山  325816  61984   19．0％   

10  冨  山  195148  36132   18．5％   

皿  宮  城  528609  96151   18．2％   

12  沖  縄  208592  37071   17．8％   

13  大  分  194310  33871   17．4％   

14  熊  本  327344  53164   16．2％   

15  青  森  218818  35132   16．1％   

16  佐  賀  113617  18066   15．9％   

17  長  崎  247008  38298   15．5％   

18  福  島  319777  48732   15．2％   

19  岐  阜  345了6了  51569   14．9％   

20  香   Jl  211062  31456   14．9％   

21  和 歌 山  189556  27716   14．6％   

22  千  葉  1127306  164015   14．5％   

15．0  20．0  25．0  30．0  35．0   0．0  5，0  10，0  
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都道府県別 マンモグラフィによる乳がん検診 の受診率  

対象者数  受診者数  受診率   

全  国  23927018  1099713   4．6％   
平成16年度：マンモグラフィによる乳がん検診の受診率  

単位：（％）  

口  山  形  186981  37360   20．0％   

2  富  山  195148  33090   17．0％   

3  山  梨   172739  23183   13．4％   

4  青  森  218818  28502   13．0％   

5  栃  木  349509  36369   10．4％   

6  高  知  154148  16025   10．4％   

7  岐  阜  345767  35823   10．4％   

8  宮  城  528609  52012   9．8％   

9  岩  手  291930  26833   9．2％   

10  千  葉  1127306  98957   8．8％   

皿  和 歌 山  189556  16085   8．5％   

12  佐  賀  113617   9581   8．4％   

13  石  川  242074  18406   7．6％   

14  福  島  319777  23520   7．4％   

15  熊  本  327344  23205   7．1％   

16  大  分  194310  13592   7．0％   

17  鹿 児 島  376442  26271   7．0％   

18  愛  知  927978  61407   6．6％   

19  福  井  101了15   62了4   6．2％   

20  徳  島  173494  10561   6．1％   

21  滋  賀  265095  15DO4   5．7％   

22  茨  城  540785  29531   5．5％   

23  愛  媛  273411  14887   5．4％   

24  長  崎  247008  12599   5．1％   

25  新  潟  491849  24793   5．0％   

26 _ 重  375392  18349   4．9％   

；＝、ラミ＝＝；＝  

27  香   Jl  211062   9421   4．5％   

28  静  岡  450418  18728   4．2％   

29  秋  田  225905   8356   3，7％   

30  埼  玉  1664415  59756   3．6％   

31  岡  山  325816  11050   3．4％   

32  京  都  560324  18426   3．3％   

33  長  野  427551  13654   3．2％   

34  北 海 道  936798  29398   3．1％   

35  群  馬  389194  11728   3．0％   

36  広  島  433557  12571   2．9％   

37  宮  崎  214190   6205   2．9％   

38  神 奈Jl  1384597  36589   2．6％   

39  福  岡  964349  25313   2．6％   

40  奈  良  242917   6323   2，6％   

41  沖  縄  208592   5421   2．6％   

42  山  口  241249   5891   2．4％   

43  東  京  2885568  67565   2．3％   

111408   2010   1．8％   

44  鳥   取        45  島   根  175670  2847  1．6％  46  兵   庫  1045595  15952  1．5％  47  大   阪  2097041  20290  1．0％  
l     ヽ        l       ヽ  」  

25．0   15．0  20．0  0．0  5．0  10．0  
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市町村におけるがん検診の都道府県別・部位別がん発見率（平成16年度）  

都 道 府 県  胃  が  ん  大 腸 が ん  乳  が  ん  子 宮 が ん  肺  が  ん  
（％）   （％）   （％）   （％）   （％）   

全  国   0．15   0．16   0．19   0．06   0．05   

最 大 値   0．29   0．27   0．33   b†う盲   0．11   
最 小 値   0．旦？   0．10   0．08   ∂．呑至   0．02   

北  海  道   0．15   0．33   0．07   0．06   

森   0．10   0．12   0．15   0．07   0．05   

岩  手   0．17   0．21   0．13   0．05   0．06   

宮  城   0．12   0．18   0．19   0．03   0．05   

秋  田   0．18   0．17   0．08   0．02   0．05   

山  形   0．16   0．15   0．11   0．06   0．05   

福  島   0．18   0．19   0．14   0．04   0．05   

茨  城   0．12   0．11   0．15   0．05   0．03   

栃  木   0．10   0．14   0．13   0．06   0．02   

群  馬   0．18   0．17   0．16   0．08   0．04   

埼  玉   0．15   0．15   0．14   0．06   0．04   

千  葉   0．14   0．11   0．19   0．04   0．03   

東  0．09   0．10   0．19   0．05   0．03   

神  奈  川   0．14   0．14   0．20   0．06   0．05   

新  潟   0．28   0．27   0．20   0。10   0．06   

山   0．22   0．25   0．21   0．08   0．07   

石  川   0．18   0．25   0．25   0．10   0．07   

福  井   0．14   0．13   0．17   0．06   0．05   

山  梨   0．13   0．13   0．25   0．04   0．04   

長  野   0．14   0．14   0．17   0．07   0．04   

岐  阜   0．14   0．19   0．18   0．06   0．05   

静  岡   0．10   0．14   0．13   0．04   0．05   

知   0．19   0．18   0．22   0．08   0．06   

重   0．12   0．20   0．16   0．04   0．04   

滋  0．17   0．25   0．26   0．06   0．02   

都   0．12   0．20   0．25   0．09   0．05   

大  阪   0．12   0．15   0．20   0．07   0．05   

庫   0．14   0．14   0．18   0．07   0．04   

奈  良   0．14   0．15   0．18   0．06   0．05   

和  歌  山   0．16   0．17   0．21   0．15   0．05   

鳥  取   0．29   0．21   0．15   0．04   0．07   

島  根   0．19   0．17   0．20   0．07   0．04   

岡  山   0．14   0．12   0．15   0．04   0．05   

広  島   0．14   0．18   0．16   0．08   0．07   

山  口   0．24   0．22   0，27   0．09   0．11   

徳  島   0．18   0．15   0．28   0．07   0．04   

香  ノl   0．20   0．20   0．24   0．08   0．07   

愛  媛   0．12   0．10   0．12   0．06   0．04   

高  知   0．14   0．15   0．29   0．03   0．02   

福  岡   0．18   0．18   0．24   0．07   0．04   

佐  0．20   0．23   0．25   0．05   0．06   

長  崎   0．13   0．22   0．15   0．10   0．07   

本   0．11   0．14   0．23   0．05   0．06   

大  0．13   0．17   0．14   0．07   0．03   

宮  崎   0．12   0，16   0．18   0．04   0．04   

鹿  児  島   0．09   0．12   0．24   0．08   0．06   

沖  縄   0．07   0．20   0．16   0．05   0．07   

注：「がん発見率」とは、「がん検診受診者数」に対する「がんであった者」の割合をいう。  

資料：地域保健・老人保健事業報告  

－67－   



市町村におけるがん検診の都道府県別・部位別がん要精検率（平成16年度）  

都 道 府 県  胃  が  ん  大 腸 が ん  乳  が  ん  子 宮 が ん  肺  が  ん  

（％）   （％）   （％）   （％）   （％）   

全  国   11．11   6．98   6．44   1．19   2．79   

値   最 杢一   40．40   10．40   2．78   6．37   11．35  
最  6．28   3．90   3．21   0．38   0．91   

北   海  道  10．50   8．78   さ．テ5   1．65   3．48   

森   9．98   4．46   6．87   1．15   2．28   

岩  手   9．44   4．86   4．07   0．98   3．19   

宮  城   9．37   5．09   9．66   0．87   2．15   

秋  田   13．18   6．87   6．30   1．85   3．32   

山  形   11．98   7．17   4．71   0．92   3，30   

福  島   11．78   8．56   6．72   0．99   3．49   

茨  城   10．26   7．44   5．52   1．63   2．38   

栃  木   6．28   5．91   5．17   1、23   2．51   

群  馬   10．77   6．80   4．09   1．06   1．89   

埼 玉   13．00   7．43   6．15   0．95   2．76   

千  葉   12．43   7．18   8．95   0．70   1．73   

東  15．09   7．05   8．74   1．48   5．53   

神  奈  川   11．01   5．71   11．35   1．36   2．78   

新  潟   8．11   5．98   6．08   0．76   3．54   

山   11．58   7．13   6．04   0．86   2．29   

石  ノl   10．41   6．66   10．16   2．78   1．45   

福  井   14．23   5，56   9．38   1．78   6．37   
山  梨   11．11   6．27   6．50   1．16   2．13   

長  野   13．43   7．14   4．93   1．08   3．66   

岐  阜   10．41   6．88   7．12   1．11   2．62   

静  岡   9．54   6．52   4．73   0．99   2．43   

知   10．62   7．24   6．62   1．48   2．52   

重   8．54   7．88   8．17   0．90   3．59   

滋  賀   8．97   6．87   10．11   0．90   0．91   

都   17．03   6．72   5．44   0．85   1．29   

大  阪   10．77   7．75   4．48   1．90   2．49   

庫   11．50   6．62   6．15   1．01   4、40   

奈  良   9．21   6．62   6．59   0．43   4．67   

和  歌  山   10．29   8．06   6．97   1．22   3．01   

鳥  取   40．40   7．96   3．21   0．42   3．02   

島  根   9．96   5．96   5．04   0．40   3．63   

岡  山   7．71   7．51   5．91   0．52   1．98   

広  島   10．83   7．63   4．92   1．10   4．31   

山  口   9．93   8．35   7．16   1．26   2．16   

徳  島   9．68   7．55   8．61   0．98   2．57   

香  ノl   10．45   6．45   5．60   0．81   2．16   
愛  媛   9．72   7．10   5．47   0．38   3．55   

高  知   13．33   3．90   7．77   0．41   2．41   

福  岡   8．27   8．05   4．40   1．49   2．84   

佐  賀   14．54   10．40   5．73   1．41   3．11   

長  崎   9．09   8．20   5．73   1．38   2．34   

熊  本   10．71   6．34   5．11   1．22   3．55   

大  分   10．68   8．10   4．18   1．79   1．29   

宮  崎   10．63   7．79   3．73   1．60   2．64   

鹿  児  島   9．38   6．76   7．73   0．45   0．96   

沖  縄   10．03   7．08   7．02   0．82   3．48   
注：「がん要精検率」とは、「がん検診受診者数」に対する「要精密検査者」の割合をいう。  

資料：地域保健・老人保健事業報告  
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市町村におけるがん検診の都道府県別・疾患別がん要精検的中度（平成16年度）  

都 道 府 県   胃がん   大腸がん   乳がん   子宮がん   肺がん  

（％）   （％）   （％）   （％）   （％）   

全  国   1．3   2．2   2．9   5．1   1．7   

最  大  値   3．4   4．6   亭∴旦   17．4   6. 1 

最  小  値   0．6   1．4   トヨ   1．2   0．6   

北  海   道   1．2   1．8   5．8   4．0   1．7   
1．0   2．7   2．1   6．2   2．2   

岩  手   1．8   4．4   3．2   5．1   1．9   

宮  城   1．3   3．5   2．0   3．9   2．2   

秋  田   1．3   2．5   1．3   1．2   1．6   

山  形   1．4   2．1   2．3   6．1   1．5   

福  島   1．5   2．2   2．0   4．1   1．4   

茨  城   1．2   1．5   2．7   3．3   1．1   

栃  木   1．6   2．4   2．5   5．0   0．9   

群  馬   1．7   2．6   3．9   7．2   2．1   

埼  玉   1．1   2．0   2．3   6．0   1．4   

千  葉   1．1   1．6   2．2   5．3   1．8   

東  0．6   1．4   2．1   3．2   0．6   
神  奈  ノl   1．2   2．5   1．7   4．2   1．7   

新  潟   3．4   4．6   3．2   13．0   1．6   

山   1．9   3．5   3．5   9．7   3．2   

石  ノー   1．7   3．7   2．5   3．5   4．7   

福  井   1．0   2．4   1．8   3．4   0．8   
山  梨   1．1   2．0   3．9   3．4   2．1   

長  野   1．1   1．9   3．5   6．5   1．2   

岐  阜   1．3   2．8   2．5   5．0   1．9   

静  岡   1．0   2．1   2．7   4．3   1．9   

知   1．8   2．5   3．4   5．4   2．2   

重   1．4   2．6   2．0   4．2   1．2   
滋  賀   1．9   3．6   2．5   6．2   2．2   

都   0．7   3．0   4．5   10．4   3．7   

大  阪   1．1   1．9   4．4   3．7   2．0   

庫   1．3   2．1   3．0   6．9   0．9   

奈  良   1．6   2．3 2．7   13．1   1．0   

和  歌  山   1．6   2．1   3．0   12．1   1．5   

鳥  取   0．7   2．6   4．5   9．0   2．3   

島  根   1．9   2．9   3．9   16．5   1．0   

岡  山   1．8   1．6   2．5   8．0   2．3   

広  島   1．3   2．4   3．3   7．7   1．6   

山  口   2．4   2．7   3．8   7．4   5．2   

徳  島   1．9   2．0   3．3   6．9   1．6   

香  ノl   1．9   3．1   4．4   9．6   3．0   

媛   1．3   1．4   2．3   14．8   1．2   

高  知   1．0   3．8   3．8   7．3   1．0   

福  岡   2．2   2．2   5．4   4．9   1．4   

佐  1．4   2．2   4．3   3．6   1．9   

長  崎   1．5   2．6   2．6   7．3   2．8   
能  本   1．0   2．2   4．4   4．3   1．8   

大  1．2   2．1   3．4   3．8   2．4   

宮  崎   1．2   2．0   4．8   2．6   1．4   

鹿  児  島   1．0   1．8   3．1   17．4   6．1   

沖  縄   0．7   2．9   2．2   6．0   2．0   

注：「がん要精検的中度」とは、「要精密検査者」に対する「がんであった者」の割合をいう。   

資料：地域保健・老人保健事業報告  
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